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世界を駆け巡る資本フロー

　今年の3月は外国出張が続いた。2月末から3月初めにかけてボストンへ、3月半ばにベルリ

ンへ、そして3月末にソウルへ、出かけてきた。この1か月の間に東京⇒ボストン⇒東京⇒ベ

ルリン⇒東京⇒ソウル⇒東京と移動したので、移動先の各都市においては徐々に春めいてき

て、季節が変化しているものの、移動した都市間においては春めく中で冬に逆戻りするという

季節感を失うような体験をした。ボストンでは氷点下の気温であったが、ベルリンでは若干暖

かく（しかし東京よりは寒く）、ベルリンからの帰国直後に東京では桜の開花宣言を聞いた。

そして、ソウルも若干春めいていたが、東京から見ると冬に逆戻りであった。

　これらの出張はいずれもThink20（T20）に直接的にあるいは間接的に関係するものであっ

た。T20とは、日本が今年の議長国となるG20のエンゲージメント・グループの一つである。

今年の6月に大阪で開催されるG20サミットに対して世界のシンクタンクが政策提言を行うと

いうものである。他のエンゲージメント・グループとしてB20（G20ビジネスサミット）や

W20（Women20）がすでに日本で開催されている。

　G20の議長国が日本であることに連動して、今年のT20の議長国も日本となっている。今年

のT20では10のタスクフォースが設定されている。具体的には、（1）2030アジェンダ、（2）国

際金融アーキテクチャー、（3）気候変動・環境、（4）インフラ投資、（5）アフリカとの協力、

（6）社会の一体性・グローバルガバナンス、（7）デジタル時代の教育・仕事、（8）貿易・投

資、（9）中小企業政策、（10）高齢化社会・移民をテーマとしてタスクフォースが作られた。

その中の1つの（2）国際金融アーキテクチャーのタスクフォース（タスクフォース2「安定と

発展のための国際金融アーキテクチャーと暗号資産・フィンテック」）に私は共同議長として

関与している。ボストンとベルリンでは、タスクフォース2のメンバーが集まり、政策提言に

ついて議論した。一方、ソウルでは、直接的にはT20には関係しないものの、その政策提言の

バックグラウンド・ペーパーをソウル国立大学のコンファレンスと韓国銀行のセミナーで発表

してきた。

　タスクフォース2の具体的な政策提言のテーマは、資本移動と国際金融アーキテクチャー、

金融政策と金融制度の耐性、マクロ・プルーデンシャル政策のグローバル化、サスティナブ

信金中金月報掲載論文編集委員長

小川　英治
（一橋大学大学院 経営管理研究科教授）



	 	 3

ル・ファイナンス、暗号資産への規制と国際協調、フィンテックのためのグローバル・ガバナ

ンス・フレームワークなどが含まれている。その中でも、安定と発展のための国際金融アーキ

テクチャーを考えるにあたって中心的な課題として新興市場国における資本流出入の問題を取

り上げた。

　そのバックグラウンド・ペーパーとして執筆した経済産業研究所のディスカッション・ペーパー

（Eiji	Ogawa,	Junko	Shimizu,	and	Pengfei	Luo	“Effects	of	US	Interest	Rate	Hikes	and	Global	

Risk	on	Daily	Capital	Flows	in	Emerging	Market	Countries”	RIETI	Discussion	Paper	Series,	

19-E-019,	March	2019）において、政策提言の根拠となるエビデンス、すなわち実証分析につ

いて詳細に執筆した。それが以下の通りである。本論文では、米国金利上昇とグローバルリス

クの高まりが新興市場国の日次資本フローに及ぼす影響を実証的に分析した。新興市場国の資

本フローの日次データ（非居住者による株式・債券の日次純購入（購入マイナス売却））を利

用して、2015年11月11日～2018年10月2日の分析期間についてベクトル自己回帰（VAR）モ

デルを用いて実証分析を行った。

　その実証分析の結果、第一に、フェデラルファンド	(FF)金利引上げの市場参加者の予想お

よびグローバルリスクあるいは市場参加者のグローバルリスク回避の高まりが新興市場国から

の資本流出を導く可能性が見いだされた。第二に、新興市場国の通貨安および株価の下落が新

興市場国における資本流出の決定要因であること。第三に、新興市場国の資本流出は一時的な

ものではなく、持続的で、さらなる資本流出をもたらすこと。第四に、新興市場国の資本流出

は国内の株価を下落させ、自国通貨を米ドルに対して減価させること。最後に、新興市場国の

資本流出に伝染効果が存在することが明らかとなった。それは、世界規模に新興市場国から資

本が流出する状況の下で、特に地域経済・金融の関係が強い新興市場国の間で、資本がさらに

流出し、深刻さが増すことを意味する。

　これらの分析結果から以下の政策提言が導かれる。第一に、新興市場国の通貨当局が資本流

出の可能性に直面した場合、市場参加者による米国金利の予想および市場参加者のグローバル

リスク回避行動を注視し、それらに対応する必要がある。第二に、新興市場国における資本流

出が持続的であることと新興市場国間の資本流出の伝染効果が存在することから、通貨当局

は、一国では対応困難であるため、IMFを中心とする国際機関による対応のほか、グローバル

かつ地域的に各国経済のサーベイランスと資本移動の監視に関する国際金融協力を促進すべき

である。第三に、一部の新興市場国には資本移動の日次データが整備されているものの、多く

の新興市場国ではそうではないためこれらの国々でも国際資本移動の日次データの整備が必要

である。
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調 査

第175回全国中小企業景気動向調査
（2019年1～3月期実績・2019年4～6月期見通し）

1～3月期業況は2四半期ぶりにマイナス転換
【特別調査－中小企業におけるインターネット利用とキャッシュレスへの対応について】

信金中央金庫
地域・中小企業研究所

調査の概要
1．調査時点：2019年3月1日～7日
2．調査方法：全国各地の信用金庫営業店の調査員による、共通の調査表に基づく「聴取り」調査
3．標 本 数：15,498企業（有効回答数　14,055企業・回答率　90.7％）
※　有効回答数のうち従業員数20人未満の企業が占める割合は　71.0％

4．分析方法：各質問項目について、「増加」（良い）−「減少」（悪い）の構成比の差＝判断D.I.に基づく分析

（概　況）
1	．19年1～3月期（今期）の業況判断D.I.は△3.7、前期に比べ7.7ポイントの低下となり、前
回調査時における今期見通し（△2.3）を下回った。	 	
　収益面では、前年同期比売上額判断D.I.が△1.6と前期比5.2ポイント低下、同収益判断
D.I.は△5.5と同4.4ポイント低下した。販売価格判断D.I.は同3.1ポイント低下し、プラス3.5
となった。人手過不足判断D.I.は△28.9と前期比1.0ポイント人手不足感は緩和したものの、
前期までと同様に厳しい水準が続いている。業種別の業況判断D.I.は、6業種すべてで低下
した。地域別でも、11地域すべてで低下した。
2	．19年4～6月期（来期）の予想業況判断D.I.は△2.7、今期実績比1.0ポイントの改善見通し
である。業種別には、全6業種中、4業種で､ 地域別には全11地域中、6地域で改善する見通
しにある。

業種別天気図
時　期

業種名
2018年
10～12月

2019年
1～3月

2019年
4～6月
（見通し）

総 合

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

建 設 業

不 動 産 業

地域別天気図（今期分）
地　域

業種名

北
海
道

東

北

関

東

首
都
圏

北

陸

東

海

近

畿

中

国

四

国

九
州
北
部

南
九
州

総 合

製 造 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

建 設 業

不 動 産 業
（この天気図は、過去1年間の景気指標を総合的に判断して作成したものです。）	

→低調好調←
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1．全業種総合

○業況は大幅に低下

　19年1～3月期（今期）の業況判断D.I.は

△3.7と、前期比7.7ポイントの大幅な低下と

なった。なお、今回の業況判断D.I.は、前回

調査時における今期見通し（6.3ポイントの

低下見通し）の低下幅を上回った。

　収益面では、前年同期比売上額判断D.I.が

△1.6、同収益判断D.I.が△5.5と、それぞれ

前期比5.2ポイント、同4.4ポイントの低下と

なった。なお、前期比売上額判断D.I.は△6.6

と前期比17.0ポイント、同収益判断D.I.も

△9.1と同14.0ポイントの大幅低下となった。

　販売価格判断D.I.はプラス3.5と、前期比

3.1ポイント低下したものの、10四半期連続

でプラス水準を維持した。また、仕入価格判

断D.I.は、プラス22.1と、同4.1ポイント低下

した。

　雇用面では、人手過不足判断D.I.が△28.9

（マイナスは人手「不足」超、前期は△29.9）

と前期比1.0ポイントの低下となり、1992年4

～6月期（△27.5）以来で最も厳しい水準と

なった前期に続いて、依然として人手不足感

は厳しい状況が続いている。

　資金繰り判断D.I.は△6.4と、前期比1.4ポ

イント低下したものの、引き続き緩和状態は

続いている。

　設備投資実施企業割合は22.3％と、前期と

同水準であり、高い水準を維持している。

　業種別の業況判断D.I.は、6業種すべてで

低下した。とりわけ、製造業と卸売業では、

前期比10ポイント超の大幅低下となった。

　地域別の業況判断D.I.は、11地域すべてで

低下となった。なかでも、東北、関東、北

陸、東海では前期比10ポイントを超える大

幅な低下をみせた。
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図表1　主要判断D.I.の推移

図表2　販売価格・仕入価格判断D.I.の推移
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図表3	　設備投資実施企業割合、資金繰り	
判断D.I.等の推移
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○業況は改善の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は△2.7、今期実績

比1.0ポイントの改善を見込む。なお、今回

の予想改善幅は、過去10年の平均（0.7ポイ

ントの改善見通し）をわずかに上回る水準と

なった。

　業種別の予想業況判断D.I.は、全6業種中、

建設業と不動産業を除く4業種で改善する見

通しとなっている。地域別では、全11地域

中、6地域で改善、1地域で横ばい、4地域で

低下と、まちまちの見通しとなっている。

2．製造業

○業況は大幅に低下

　今期の業況判断D.I.は△3.5と、前期比12.8

ポイントの大幅低下となった。つれて、業況

判断D.I.の水準は、7四半期ぶりのマイナス

水準へ転じた（図表4）。

　前年同期比売上額判断D.I.は△1.0、前期比

10.7ポイント低下、同収益判断D.I.は△5.3、

同8.4ポイント低下と、ともに大きく低下し

た。また、前期比売上額判断D.I.は前期比

23.8ポイント低下して△8.4、同収益判断

D.I.は同19.0ポイント低下して△11.0と、季

節的な要因もあり、ともに大幅に低下した。

○人手不足感は3四半期ぶりにやや緩和

　設備投資実施企業割合は26.8％と、前期比

横ばいだった。

　人手過不足判断D.I.は△27.9（前期は△29.5）

と、人手不足感の高水準が続くなかで3四半

期ぶりにやや緩和した。

　販売価格判断D.I.はプラス3.5、前期比2.2

ポイントの低下と、8四半期ぶりの低下と

なったが、8四半期続けてのプラス水準

（「上昇」という回答が「下降」を上回る）は

維持した。一方、原材料（仕入）価格判断

D.I.はプラス26.4と、前期比4.8ポイント低下

し、価格を「上昇」と回答した企業の割合が

やや減少した。

　なお、資金繰り判断D.I.は△6.1、前期比

3.3ポイント低下と、2四半期ぶりの低下と

なった。

	

○全22業種中、21業種で低下

　業種別業況判断D.I.は、製造業全22業種

中、家具を除く21業種で低下した（図表5）。

　素材型業種は､ 全7業種で低下した。とり

わけ、紙･パルプと皮製品は前期比10ポイン

ト超の大幅な低下となった。

　部品加工型業種も、全3業種で低下した

が、7四半期連続で3業種そろってのプラス

水準は維持した。

　建設関連型業種は、家具が小幅改善したも

のの、それ以外の3業種では低下した。

△1.0
△3.5
△5.3

14. 3 15. 3 16. 3 17. 3 18. 3 19. 3

（D.I.）

前年同期比売上額

業況

△50

△40

△30

△20

△10

0

10

20

30

前年同期比収益

図表4　製造業　主要判断D.I.の推移
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　機械器具型業種は、全4業種で低下したが、

7四半期連続で4業種そろってのプラス水準

は維持した。

　消費財型業種も、全4業種で低下した。と

りわけ、玩具･スポーツは40ポイントを超え

る大幅な低下となった。

	

○最終需要家型が大幅低下

　販売先形態別の業況判断D.I.は、5形態す

べてで低下し、これらのうち大メーカー型

（プラス11.4）を除く4形態は業況判断D.I.が

マイナス水準へ転じた。なお、低下幅では、

最終需要家型が前期比20ポイント超の低下

と最大だった。

　輸出主力型の業況判断D.I.は前期比16.7ポ

イント低下してプラス2.0となった。また、

内需主力型も同12.3ポイント低下して△3.5

と、2四半期ぶりのマイナス水準へ転じた。

　従業員規模別の業況判断D.I.は、すべての

階層で低下した。なお、水準面では、1～19

人のみがマイナス水準（△8.8）まで低下し

たが、それ以外の3階層では、低下したとは

いえプラス水準は維持した（20～49人でプラ

ス1.8、50～99人でプラス4.3、100人以上で

プラス14.0）。

○11地域すべてで低下

　地域別の業況判断D.I.は、全11地域で低下

した（図表6）。とりわけ、北海道と関東は

前期比20ポイント超の大幅低下となった。

なお、業況判断D.I.の水準面では、全11地域

中、近畿、中国、九州北部がプラス水準を維

持したものの、それ以外の8地域はマイナス

水準となった。

○改善の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は、今期実績比2.9

ポイント改善の△0.6を見込んでいる。

　業種別には、全22業種中、食料品、紙・

パルプ、非鉄金属など14業種で改善が見込
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図表6　地域別業況判断D.I.の推移
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図表5　業種別業況判断D.I.の推移
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まれている一方で、それ以外の8業種では低

下を見込んでいる。

　地域別には、全11地域中、北陸と九州北

部を除く9地域で改善を見込んでいる。とり

わけ、北海道では10ポイント超の大幅改善

を見込んでいる。なお、水準面では全11地

域中、北海道、首都圏、東海、近畿、中国の

5地域でプラス水準が見込まれている。

3．卸売業

○業況は4四半期ぶりの低下

　今期の業況判断D.I.は△11.9、前期比10.7

ポイントの低下と、4四半期ぶりの低下と

なった（図表7）。

　また、前年同期比売上額判断D.I.は△4.9、

前期比5.5ポイント低下、同収益判断D.I.は

△7.8、同4.3ポイントの低下となった。

○全15業種中、12業種で低下

　業種別の業況判断D.I.は、全15業種中、繊

維など3業種で改善したものの、それ以外の

12業種では低下した。一方、地域別には、

全11地域中、九州北部で改善となったもの

の、それ以外の10地域では低下した。

○改善の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は△5.0、今期実績

比6.9ポイントの改善を見込んでいる。業種

別には、全15業種中、飲食料品や繊維品な

ど9業種で改善が見込まれている。また、地

域別には、11地域で改善が見込まれている。

とりわけ、北海道、関東、中国では前期比

10ポイント超の大幅改善を見込んでいる。

4．小売業

○業況は低下

　今期の業況判断D.I.は△18.8、前期比2.9ポ

イントの低下となった（図表8）。

　なお前年同期比売上額判断D.I.は△14.4、

前期比2.3ポイントの低下、同収益判断D.I.は

△17.5、同1.9ポイントの低下となった。

○業種別、地域別にも総じて低下

　業種別の業況判断D.I.は、全13業種中、7

業種で低下した。とりわけ、木材・建築材料

では20ポイント超、飲食店では10ポイント

△4.9
△7.8
△11.9
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図表7　卸売業　主要判断D.I.の推移
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図表8　小売業　主要判断D.I.の推移
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超の大幅低下となった。地域別では全11地

域中、北陸を除く10地域で低下となった。

○業種別、地域別にも総じて改善

　来期の予想業況判断D.I.は△17.6、今期実

績比1.2ポイントの改善を見込んでいる。

　業種別には、全13業種中、7業種で改善、

1業種で横ばいの見通しとなっている。ま

た、地域別では全11地域中、7地域で改善の

見通しとなっている。

5．サービス業

○業況は低下

　今期の業況判断D.I.は△8.1、前期比5.9ポ

イントの低下となった（図表9）。

　なお前年同期比売上額判断D.I.は△3.9、前

期比1.3ポイントの低下、同収益判断D.I.は

△6.4と前期比横ばいであった。

○業種別、地域別にも総じて低下

　業種別の業況判断D.I.は、8業種すべてで

低下した。地域別では全11地域中、北海道、

首都圏、九州北部を除く、8地域で低下と

なった。なかでも、関東、北陸は20ポイン

ト超、近畿、中国、四国、南九州では10ポ

イント超の大幅低下となった。

○改善の見通し　

　来期の予想業況判断D.I.は△3.7、今期実績

比4.4ポイントの改善を見込んでいる。

　業種別には、全8業種中、6業種で改善の見

通しとなっている。また、地域別では全11地

域中、6地域で改善の見通しとなっている。

6．建設業

○業況は低下

　今期の業況判断D.I.はプラス14.8、前期比

4.3ポイントの低下となった（図表10）。

　なお、前年同期比売上額判断D.I.はプラス

11.5、前期比0.3ポイント低下し、同収益判

断D.I.はプラス3.2、同3.3ポイントの低下と

なった。

○4請負先中、3請負先で低下

　業況判断D.I.を請負先別でみると、4請負

先のうち、官公庁を除く3請負先で低下と

（D.I.）
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△6.4
△8.1

14. 3 15. 3 16. 3 17. 3 18. 3 19. 3

前年同期比売上額

業況

前年同期比収益
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図表9　サービス業　主要判断D.I.の推移 図表10　建設業　主要判断D.I.の推移
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なった。

　地域別では、全11地域中、6地域で低下と

なり、なかでも北海道、東北、関東、北陸で

は、10ポイント超の大幅低下となった。

○低下の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は、今期実績比8.4

ポイント低下のプラス6.4を見込んでいる。

　請負先別では、4請負先のうち個人を除く

3請負先で低下、地域別には全11地域中、9

地域で低下の見通しとなっている。

7．不動産業

○業況は低下

　今期の業況判断D.I.は、前期比1.6ポイント

低下のプラス12.9となった（図表11）。

　なお、前年同期比売上額判断D.I.はプラス

7.5、前期比3.8ポイントの低下、同収益判断

D.I.はプラス7.7、同3.7ポイントの低下と

なった。

○全11地域中、8地域で低下

　業況判断D.I.を業種別でみると、全5業種

中、貸事務所、建売の2業種で改善したもの

の、それ以外の3業種では低下した。

　地域別では、全11地域中、8地域で低下し

た。なかでも関東、四国では10ポイント超

の大幅低下となった。

○低下の見通し

　来期の予想業況判断D.I.は、今期実績比4.1

ポイント低下のプラス8.8を見込む。

　業種別では、全5業種中、3業種で低下を

見込む。地域別では全11地域中、7地域で低

下の見通しとなっている。

図表11　不動産業　主要判断D.I.の推移
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○ネット、電子メールとも活用広がる	

　事業上の情報収集・情報発信等におけるイ

ンターネットの利用については、78.8％が利

用していると回答した。うち、53.1％が自社

のホームページも開設している。2006年、

2016年に行った同様の調査と比較すると、

インターネットの利用割合、うちホームペー

ジの開設割合とも上昇した（図表12）。

　同様に電子メールの利用については、

74.5％が利用していると回答した。2006年、

2016年に行った同様の調査と比較すると、

利用割合は上昇した。

特別調査
中小企業におけるインターネット利用とキャッシュレスへの対応について

図表12　インターネットと電子メールの利用	 （単位：%）

インターネットの利用 電子メールの利用
利用している 利用していない 利用	

して
いる

利用していない
自社HP開設
している

自社HP開設
していない

利用意向
あり

利用意向
なし

利用意向
あり

利用意向
なし

全　　　　体 78.8 53.1 25.6 21.2 6.5 14.7 74.5 25.5 8.5 17.0

地
　
域
　
別

北 海 道 83.0 47.2 35.8 17.0 5.4 11.7 78.0 22.0 7.2 14.8
東 北 82.3 52.2 30.0 17.7 7.7 10.0 76.4 23.6 10.0 13.6
関 東 83.8 60.7 23.1 16.2 5.1 11.1 79.7 20.3 8.0 12.3
首 都 圏 69.7 45.9 23.7 30.3 8.4 22.0 66.5 33.5 9.8 23.7
北 陸 82.9 59.7 23.1 17.1 4.7 12.4 77.2 22.8 6.9 16.0
東 海 85.8 62.5 23.3 14.2 4.5 9.7 81.7 18.3 6.9 11.4
近 畿 85.1 62.8 22.3 14.9 5.4 9.4 82.3 17.7 6.7 11.0
中 国 86.6 58.1 28.4 13.4 3.5 9.9 80.9 19.1 6.2 12.9
四 国 72.3 46.7 25.6 27.7 5.5 22.2 63.7 36.3 10.4 25.9
九 州 北 部 79.3 47.2 32.2 20.7 6.3 14.3 78.4 21.6 8.0 13.7
南 九 州 69.5 41.2 28.3 30.5 10.8 19.7 59.3 40.7 14.2 26.5

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 60.0 28.2 31.8 40.0 10.5 29.5 53.3 46.7 12.9 33.8
5 ～ 9 人 80.0 46.3 33.7 20.0 7.5 12.5 75.0 25.0 9.5 15.4
10 ～ 19 人 86.3 59.0 27.2 13.7 5.3 8.4 84.1 15.9 7.5 8.4
20 ～ 29 人 91.8 72.7 19.1 8.2 3.2 5.0 89.1 10.9 5.2 5.7
30 ～ 39 人 94.5 78.1 16.4 5.5 2.6 3.0 91.5 8.5 3.4 5.2
40 ～ 49 人 96.2 88.4 7.8 3.8 1.5 2.3 94.7 5.3 2.4 3.0
50 ～ 99 人 96.6 90.4 6.2 3.4 1.2 2.2 94.1 5.9 2.7 3.2
100～199人 98.9 94.5 4.4 1.1 0.0 1.1 97.3 2.7 1.5 1.1
200～300人 99.1 97.3 1.8 0.9 0.0 0.9 99.1 0.9 0.9 0.0

業
　
種
　
別

製 造 業 79.8 56.6 23.2 20.2 6.0 14.3 78.2 21.8 7.1 14.7
卸 売 業 79.2 52.6 26.6 20.8 6.7 14.1 76.7 23.3 8.1 15.1
小 売 業 68.0 40.7 27.3 32.0 9.7 22.3 56.2 43.8 13.9 29.9
サービス業 78.9 55.2 23.7 21.1 6.1 14.9 72.0 28.0 9.0 19.0
建 設 業 83.6 50.8 32.8 16.4 5.8 10.6 83.0 17.0 6.4 10.6
不 動 産 業 86.9 67.2 19.7 13.1 3.8 9.3 81.5 18.5 6.9 11.5
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　インターネット、電子メールとも、規模が

大きい企業ほど利用割合が高い傾向にあった

ものの、従業員4人以下の企業でも半数以上

が利用していると回答している。小規模企業

でもインターネットや電子メールが浸透しつ

つあるといえる。

○6割がインターネットバンキングを利用

　インターネットバンキングについては、

59.1％が「利用している」と回答した。利用

している主な理由については、「社内のIT

化・事務負担軽減」が15.8％と最も高く、以

下「残高管理が容易（14.3％）」、「金融機関

店舗に行く必要がない（13.9％）」が続いた

（図表13）。

図表13　インターネットバンキングの利用状況とその理由	 （単位：%）

インターネットバンキングを利用している インターネットバンキングを利用していない

夜間や
休日でも
利用可能

社内の
IT化・
事務負担
軽減

残高管理
が容易

金融機関
職員から
の勧め

金融機関
店舗に
行く必要
がない

金融機関
職員が
訪問する
から不要

パスワー
ド管理等
操作が
面倒

セキュリ
ティに不
安

利用する
機会が
ない

インター
ネット
利用環境
がない

全　　　　体 59.1 9.8 15.8 14.3 5.3 13.9 40.9 12.1 3.9 6.5 14.9 3.5

地
　
域
　
別

北 海 道 61.0 8.5 17.8 18.1 3.4 13.2 39.0 7.4 5.5 7.3 16.3 2.5
東 北 51.5 6.1 14.9 10.1 5.9 14.5 48.5 11.8 4.3 10.0 18.9 3.6
関 東 60.1 7.3 19.1 15.5 5.4 12.9 39.9 13.4 3.6 7.0 13.5 2.4
首 都 圏 49.6 10.0 10.7 12.9 5.2 10.8 50.4 15.5 4.6 6.8 18.2 5.3
北 陸 68.7 11.8 19.1 16.1 7.0 14.7 31.3 10.1 3.8 4.9 10.9 1.6
東 海 69.2 9.8 21.5 14.8 6.7 16.5 30.8 11.1 2.1 6.4 9.2 2.1
近 畿 73.5 12.4 18.9 17.2 5.3 19.7 26.5 7.7 2.6 5.4 8.6 2.1
中 国 69.4 9.4 22.1 16.3 5.6 16.0 30.6 9.5 2.6 4.2 11.5 2.9
四 国 42.5 7.9 11.2 11.4 4.7 7.2 57.5 18.9 2.1 7.7 22.0 6.8
九 州 北 部 55.1 8.2 16.2 11.2 6.0 13.5 44.9 11.2 5.5 5.2 20.4 2.7
南 九 州 44.2 11.0 9.1 10.0 4.0 10.0 55.8 17.0 5.9 6.3 22.1 4.6

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 32.6 7.2 5.3 7.9 3.4 8.8 67.4 16.7 6.1 8.2 28.7 7.7
5 ～ 9 人 56.2 10.5 11.5 13.9 6.3 14.1 43.8 14.5 4.5 7.5 14.9 2.5
10 ～ 19 人 70.0 10.9 16.7 17.2 7.5 17.7 30.0 11.1 3.3 6.3 7.9 1.3
20 ～ 29 人 79.1 11.5 23.6 19.9 7.0 17.1 20.9 8.7 1.8 4.0 5.0 1.4
30 ～ 39 人 83.1 12.7 28.6 20.3 5.0 16.4 16.9 6.0 1.6 5.2 3.7 0.4
40 ～ 49 人 86.7 13.9 32.0 17.6 5.9 17.4 13.3 5.1 1.0 3.9 2.8 0.5
50 ～ 99 人 87.9 10.9 32.6 23.0 4.7 16.8 12.1 3.8 0.9 4.4 2.9 0.1
100～199人 93.0 7.8 42.2 19.3 2.6 21.1 7.0 3.0 0.4 1.9 1.9 0.0
200～300人 92.9 4.4 45.1 19.5 1.8 22.1 7.1 2.7 0.9 0.9 1.8 0.9

業
　
種
　
別

製 造 業 64.7 9.0 18.2 15.3 6.3 15.9 35.3 11.4 3.3 5.6 12.2 2.8
卸 売 業 67.1 10.4 18.5 17.2 5.5 15.6 32.9 10.6 2.9 6.2 10.4 2.8
小 売 業 41.8 10.1 8.5 10.0 3.6 9.7 58.2 16.1 4.5 6.9 23.9 6.8
サービス業 54.3 9.4 15.7 11.3 4.8 13.1 45.7 12.4 4.7 5.9 18.9 3.8
建 設 業 65.3 9.8 17.3 17.9 6.4 14.0 34.7 10.6 4.1 7.9 10.1 1.9
不 動 産 業 55.0 12.5 13.7 12.2 3.4 13.2 45.0 11.4 4.9 8.2 17.8 2.8
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　対して、「利用していない」は40.9％となっ

た。利用していない主な理由については、

「利用する機会がない（14.9％）」、「金融機関職

員が訪問するから不要（12.1％）」が続いた。

○小売･サービスでキャッシュレス対応進む

　2019年10月予定の消費税率引上げに向け

てのキャッシュレスへの対応状況について

は、「すでに導入している」が10.4％、「導入

予定」が3.3％となった。一方で、「導入する

必要なし」は31.0％、「関心なし･関係なし」

は12.0％となった（図表14）。

　業種別にみると、小売業やサービス業で

は、導入済みや導入予定の割合が高い。一

方、そのほかの4業種では、「導入する必要

なし」や「関心なし･関係なし」の割合が高

図表14　キャッシュレス決済への対応	 （単位：%）

すでに導入	
している 導入予定 現在、導入を	

検討している
今後、導入を	
検討したい

導入する	
必要なし

関心なし・	
関係なし わからない

全　　　　体 10.4 3.3 5.7 17.3 31.0 12.0 20.3

地
　
域
　
別

北 海 道 12.7 2.4 5.9 20.8 31.8 8.4 18.1
東 北 11.9 3.1 6.8 19.2 27.3 10.5 21.1
関 東 12.7 3.2 6.3 20.1 30.2 10.0 17.6
首 都 圏 7.8 2.7 4.9 17.4 31.5 14.0 21.8
北 陸 11.4 4.7 6.1 17.1 28.8 9.1 22.8
東 海 12.4 3.2 4.9 15.8 31.3 11.8 20.5
近 畿 12.0 3.6 4.9 16.3 31.9 13.3 17.9
中 国 12.9 4.0 6.8 14.1 30.2 11.1 20.9
四 国 9.7 3.0 8.3 10.2 31.5 13.4 23.8
九 州 北 部 7.7 3.5 5.8 16.3 32.6 11.5 22.6
南 九 州 7.3 5.9 8.5 18.7 30.7 9.6 19.3

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 8.5 3.2 5.3 15.3 29.0 14.9 23.7
5 ～ 9 人 9.9 3.3 5.3 18.7 30.4 11.9 20.4
10 ～ 19 人 10.0 3.4 5.0 17.2 33.1 12.0 19.3
20 ～ 29 人 12.1 2.9 6.4 19.0 33.2 9.1 17.4
30 ～ 39 人 13.1 2.2 7.0 16.7 35.9 11.2 13.9
40 ～ 49 人 19.9 5.7 7.3 17.9 26.4 5.7 17.2
50 ～ 99 人 7.8 3.0 6.6 21.5 34.8 8.2 18.2
100～199人 14.1 3.7 5.9 17.8 31.2 9.3 17.8
200～300人 8.8 2.7 8.8 13.3 36.3 9.7 20.4

業
　
種
　
別

製 造 業 7.1 1.9 4.3 14.4 36.9 14.3 21.0
卸 売 業 6.6 2.7 5.5 18.6 33.7 12.6 20.2
小 売 業 24.3 7.5 9.1 21.3 13.1 7.0 17.6
サービス業 15.6 4.6 7.6 20.2 23.5 9.1 19.4
建 設 業 3.7 1.6 3.1 15.7 39.7 13.9 22.3
不 動 産 業 4.9 2.6 6.2 15.8 36.4 12.7 21.2
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い傾向にあった。

○業種別でキャッシュレスへの対応に差

　取引先や顧客との決済にあたってのキャッ

シュレス支払手段について、現在および今後

の意向について聞いたところ、現在は「クレ

ジットカード（30.1％）」、「口座振替（自動

引落）サービス（27.5％）」が上位となった。

一方、「活用していない・関係ない」は

46.7％となった（図表15）。

　対して、今後活用していきたい支払手段に

ついては、「クレジットカード（21.6％）」、「口

座振替（自動引落）サービス（19.6％）」、「ス

マートフォンによるQRコード決済（16.1％）」

図表15　現在活用しているキャッシュレス支払手段	 （単位：%）

クレジッ
トカード

デビット
カード

スマート
フォンによ
るQRコー
ド決済

スマート
フォンによ
るバーコー
ド収納

電子マネー
（交通系・
流通系）

デジタル
通貨（地域
電子通貨・
仮想通貨）

プリペイ
ドカード

口座振替
（自動引落）
サービス

電子記
録債権
（でんさ
い等）

活用し
ていな
い・関
係ない

全　　　　体 30.1 2.6 4.3 0.9 4.4 0.2 1.4 27.5 11.7 46.7

地
　
域
　
別

北 海 道 37.7 1.9 3.1 1.2 4.4 0.1 3.0 28.2 8.8 42.0
東 北 27.2 2.6 4.3 0.7 4.5 0.3 1.3 35.4 11.7 43.3
関 東 32.2 2.1 3.8 0.5 3.3 0.3 1.5 36.6 17.7 38.3
首 都 圏 26.5 2.0 3.8 0.9 5.2 0.3 0.8 20.2 8.1 54.6
北 陸 35.7 7.3 4.0 1.2 3.7 0.2 2.1 35.5 18.1 33.4
東 海 30.6 2.0 4.9 0.4 4.3 0.2 1.4 32.0 19.2 41.6
近 畿 33.0 2.9 4.9 0.6 4.8 0.2 1.8 32.5 15.2 40.9
中 国 30.4 2.9 4.3 1.0 4.8 0.2 1.4 30.4 14.0 44.5
四 国 27.5 3.2 3.9 0.9 1.8 0.0 0.2 22.5 6.7 55.7
九 州 北 部 27.1 2.8 5.9 1.0 3.5 0.3 0.8 19.9 6.9 54.5
南 九 州 27.4 2.7 6.4 2.0 3.6 0.3 1.5 20.5 2.5 55.4

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 25.8 1.9 4.8 1.1 3.6 0.3 1.4 17.4 2.6 59.4
5 ～ 9 人 31.0 3.1 5.0 0.9 4.0 0.2 1.4 26.5 6.6 48.1
10 ～ 19 人 30.0 2.1 3.6 0.8 4.1 0.3 1.6 31.8 12.6 43.4
20 ～ 29 人 32.1 3.0 4.0 1.0 4.5 0.2 1.1 33.6 18.4 38.3
30 ～ 39 人 32.6 2.0 3.1 0.3 5.0 0.3 1.2 37.6 23.2 36.6
40 ～ 49 人 45.6 6.8 5.8 0.9 10.2 0.3 2.3 35.8 18.5 27.0
50 ～ 99 人 27.9 1.3 2.5 0.3 4.8 0.1 0.9 39.7 34.2 33.9
100～199人 35.1 1.8 3.3 0.7 3.3 0.4 0.4 48.3 46.9 21.0
200～300人 30.1 1.8 1.8 0.0 8.0 0.0 1.8 38.9 46.9 23.9

業
　
種
　
別

製 造 業 22.5 1.1 1.7 0.4 3.6 0.2 0.8 32.2 21.5 47.1
卸 売 業 24.7 1.3 3.1 0.5 2.9 0.1 0.9 26.0 13.2 51.6
小 売 業 52.4 6.9 11.8 2.4 9.2 0.5 3.2 17.2 1.4 35.9
サービス業 43.8 4.6 7.0 1.0 5.3 0.3 1.5 23.9 3.6 40.4
建 設 業 19.8 0.8 1.1 0.3 2.1 0.1 1.0 32.3 13.5 53.3
不 動 産 業 19.8 1.5 3.3 0.9 3.6 0.5 1.7 29.0 0.6 58.2

（備考）最大3つまで複数回答
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が上位となった。一方、「まったく関心がな

い・関係ない」は43.7％となった（図表16）。

　現在の状況と今後の意向とを比較すると、

「スマートフォンによるQRコード決済」や「電

子マネー（交通系・流通系）」、「スマートフォ

ンによるバーコード収納」などで、現在の利用

割合より、今後の意向の割合が高くなった。

　業種別にみると、小売業やサービス業では

何らかのキャッシュレス手段を活用する割合

が高い傾向にあった。

　規模別にみると、規模の小さい企業を中心

に、現在活用しておらず、今後も関心がない

との割合が高い傾向にあった。

図表16　今後活用したいキャッシュレス支払手段	 （単位：%）

クレジッ
トカード

デビット
カード

スマート
フォンによ
るQRコー
ド決済

スマート
フォンによ
るバーコー
ド収納

電子マネー
（交通系・
流通系）

デジタル
通貨（地域
電子通貨・
仮想通貨）

プリペイ
ドカード

口座振替
（自動引落）
サービス

電子記
録債権
（でんさ
い等）

まったく
関心がな
い・関係
ない

全　　　　体 21.6 3.6 16.1 4.9 8.2 1.5 1.4 19.6 12.6 43.7

地
　
域
　
別

北 海 道 26.4 3.1 16.1 5.6 10.1 0.9 2.4 21.2 11.8 40.2
東 北 24.6 4.1 15.2 4.5 8.6 1.4 1.8 26.8 11.8 37.6
関 東 25.0 4.2 15.8 5.0 9.0 1.1 1.7 25.5 17.7 35.5
首 都 圏 19.2 3.5 14.1 4.2 7.8 1.6 1.0 13.4 9.9 51.1
北 陸 25.2 6.3 19.1 6.1 6.8 1.0 0.9 26.4 18.0 32.2
東 海 22.8 2.9 13.3 3.3 8.1 1.4 1.3 25.1 17.3 41.0
近 畿 21.3 3.9 17.3 5.8 9.0 1.8 1.6 22.5 15.2 39.2
中 国 19.6 2.1 14.9 4.0 7.6 3.1 1.8 20.4 14.1 44.8
四 国 18.6 1.9 13.0 4.0 6.3 0.5 0.9 17.7 8.8 51.6
九 州 北 部 18.8 3.4 21.6 6.9 7.1 1.2 0.7 13.9 11.5 47.0
南 九 州 21.7 4.2 24.8 6.7 7.0 1.2 2.0 14.4 4.3 46.1

規
　
模
　
別

1 ～ 4 人 20.8 3.6 16.5 4.5 6.8 1.4 1.6 13.4 3.8 53.7
5 ～ 9 人 22.5 3.8 17.7 4.8 8.1 1.2 1.5 19.5 9.0 44.0
10 ～ 19 人 21.4 3.0 14.0 4.5 7.8 1.5 1.2 23.4 14.3 42.1
20 ～ 29 人 21.8 3.6 15.3 5.0 7.9 1.6 1.6 22.7 20.7 35.7
30 ～ 39 人 22.1 4.0 13.1 4.0 8.5 1.1 0.8 27.1 23.5 34.4
40 ～ 49 人 25.7 5.9 25.9 9.0 14.1 2.0 1.8 22.4 16.5 28.5
50 ～ 99 人 19.6 2.9 10.7 3.8 9.8 2.4 0.7 24.8 30.5 35.1
100～199人 20.5 1.9 10.6 8.7 11.0 1.9 0.8 30.8 44.5 23.6
200～300人 18.0 4.5 7.2 1.8 9.9 1.8 1.8 27.9 44.1 26.1

業
　
種
　
別

製 造 業 16.1 1.8 7.3 2.5 5.8 1.2 1.0 23.2 22.0 46.6
卸 売 業 18.9 3.0 14.5 4.2 7.2 1.4 0.9 19.7 14.3 46.0
小 売 業 34.7 7.9 36.9 11.2 15.8 2.4 2.9 10.8 1.0 30.3
サービス業 29.9 5.5 26.8 7.6 11.8 1.8 1.8 16.5 3.8 36.0
建 設 業 15.3 2.0 5.2 1.8 3.9 1.0 1.0 22.3 17.3 52.0
不 動 産 業 19.3 2.9 13.4 3.6 5.6 1.1 1.3 23.0 1.6 53.1

（備考）最大3つまで複数回答
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「調査員のコメント」から
　全国中小企業景気動向調査表には、「調査員のコメント」として自由記入欄を設けている。ここで
は、本調査の調査員である全国の信用金庫営業店職員から寄せられた声の一部を紹介する。

（1）今後を見据えた対応

・設備投資導入で確保した余剰人員を製造工程に投入し、増産対応等の生産体制の再構築を予定している。
	 	 （工作機械　岩手県）
・代表取締役による社員への技術指導が不可欠であり、社員全体のレベルアップを図っている。
	 （貴金属製造　茨城県）
・在庫管理システムと連動したPOSレジシステムの導入をする予定である。	 （洋・和菓子製造　千葉県）
・今後、工場ラインの自動化により作業効率や労働生産性の向上に努める。	（輸送機器部品製造　静岡県）
・ホームページの大幅リニューアルにより取引先から高評価を受け、今まで実績のない合同企業説明会へ
参加する等、新しい取組みにチャレンジしている。	 （輸送用木箱製造　岐阜県）
・昨年中にベトナム人2名を採用する等、人手不足解消のため積極的な採用をしている。
	 　（一般機械製造　愛知県）
・中国企業からの資本を受け入れ、中国国内での販路拡大に努めている。	 （銅像・梵鐘製造　滋賀県）
・海外に工場展開する等、大手受注先からの発注に対応できるよう製造ラインを増設している。併せて、
外国人労働者の採用にも注力している。	 （自動車部品製造　兵庫県）
・香袋作り体験やアマゾン出店等で今まで需要のなかった若年層に積極的にアプローチしている。
	 （線香製造　兵庫県）
・昨年中の工場移転と大幅な設備投資により、生産効率が上がった。	 （金属部品加工　宮崎県）
・海外への販路拡大につながるパイプ役として、将来、外国人労働者の採用を検討したい。
	 　　(家具製造　静岡県）
・人手および機械設備ともに不足していることから、自動化を積極的に進めている。	（家具販売　岡山県）
・品揃えの改善や食事提供によりインバウンド需要の取込みに努めている。	 （土産物販売　北海道）
・GW10連休の特需が控える中、社員の確保と新入社員研修に力を入れている。	 （ホテル旅館　三重県）

（2）直面する困難、試練

・原材料価格高騰で利幅が低下する中で人件費の増加もあり、受注内容を選別している。
	 （水産加工　北海道）
・製造工程の人手は適正だが、内部事務人員が不足している。	 （溶接加工　千葉県）
・地元ブランドを活用して販路拡大に努めているものの、売上増加に結びついていない。
	 （味噌製造　新潟県）
・従業員の高齢化とともに機械の老朽化が進んでいるものの、後継者未定のため新たな設備導入ができな
いままである。	 （機械部品加工　静岡県）

・外国人労働者を雇用しているものの、人手不足が解消されていない。	 （食品容器製造　愛知県）
・受注は増加しているものの、技術者不足や原料不足により納期管理に苦慮している。
	 （金属部品製造　兵庫県）
・経理担当であった社長の母が入院したことで、社長が事務に忙殺されている。	 （帽子製造　岡山県）
・後継者不在のため、本年度決算をもって廃業する予定である。	 （ガス・燃料販売　茨城県）
・時間給を上げても人手不足は解消せず、根本的な改善が必要である。	 （イタリア料理店　愛知県）
・後継者不在のなか代表者は高齢であり、当面は現状維持に努めていく。	 （衣料販売　兵庫県）
・自社ホームページを持っているが、更新頻度が低く、集客に活用できていない。	（旅行代理店　北海道）
・同業者間の競争激化や値下げ要請等、業界の体質は旧態依然のままである。	 （印刷・製本　山形県）
・人手不足が常態化しており、キャッシュレス対応等新しい事に取り組む余裕がない。
	 （自動車整備　兵庫県）
・看護師、介護士等資格職の人材不足が深刻である。	 （病院　愛媛県）
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※	本稿の地域区分のうち、関東は茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野の6県。首都圏は埼玉、千葉、
東京、神奈川の1都3県。東海は岐阜、静岡、愛知、三重の4県。九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県。
南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の5県。

（3）特別調査のテーマ（中小企業におけるインターネット利用とキャッシュレスへの対応について）
・ネット販売には関心があるが、キャッシュレスには関心がない。	 （水産加工・販売　北海道）
・業界内でキャッシュレス対応が進んでいないため、活用を考えていない。	 （製材　北海道）
・業種柄、キャッシュレス決済は無関係である。
	 　（菓子製造　北海道、溶接加工　千葉県、貴金属製品　山梨県、仏壇　静岡県、
	 	 自動車内装部品製造　岡山県、豆腐製造　大分県、織物販売　新潟県）
・ホームページを一度作成すると更新しなくてはならないため、フェイスブックで無理のない範囲で情報
発信をしている。	 （和菓子製造　岩手県）
・以前にインターネットバンキングを利用していたが、セキュリティ上の問題で解約した。
	 　（磨帯鋼製造　埼玉県）
・スマホ決済の導入を検討しているが、それに合わせた社員教育に課題を抱える。	（食料品製造　大分県）
・顧客の多くが高齢者であり、キャッシュレス決済を求められたことがない。	 （農産物卸売　北海道）
・直接対面の営業手法で事足りており、インターネット活用は考えていない。	 （食品販売　北海道）
・取引先がキャッシュレス導入を求めてくれば、キャッシュレス導入を検討したい。
	 （ギフト用品販売　岩手県）
・経営者が高齢であり、インターネット利用やキャッシュレス対応はできていない。	（鮮魚販売　静岡県）
・話題性からQRコード決済を導入したが、その他キャッシュレス決済導入は慎重に対応したい。
	 （精肉販売　愛知県）
・キャッシュレス決済を導入しても仕組みを理解しきれない。	 （着物レンタル・販売　静岡県）
・導入予定だが、どのように設置、使用してよいのかに不安がある。	 （洋菓子販売　静岡県）
・キャッシュレス決済を導入したが利用者が少ない。
	 （燃料販売　大分県、自動車販売　埼玉県、ガソリンスタンド　神奈川県）
・インバウンド需要の取り込みのため、キャッシュレス対応を検討している。
	 　（飲食店　沖縄県、旅館　岡山県）
・管理物件の賃料管理すべてを振込・自動引落しサービスで対応済みであり、それ以外のキャッシュレス
決済手段は必要ない。	 （不動産仲介　愛媛県）

（4）その他
・社員全員に事業運営上の改善や要望を求めるも意見が出ず、経営陣と社員の間に温度差がある。	
	 （金属製品製造　北海道）
・軽減税率への対応が急務であるが、複雑で対応に苦慮している。	 （食品加工　北海道）
・メーカーとの価格交渉による納品単価の値上げ、仕入れ単価の値下げ効果により収益性が改善傾向にある。
	 （農機具製造　茨城県）
・リニア関連の案件を継続的に多く受注しており、売上は増加傾向にある。（集塵機・送風機製造　千葉県）
・第二東名高速関連の案件を中心に売上を確保しており、売上ピークに達している。
	 　（生コンクリート　神奈川県）
・北陸新幹線トンネル工事関連の特需によって業務多忙である。	 （生コンクリート　福井県）
・米中貿易摩擦の影響による受注の減少を懸念している。
（産業機械部品加工　新潟県、自動車部品製造　長野県、自動車部品製造　愛知県、自動車部品製造　大阪府）
・米中貿易摩擦の影響や中国景気の減速を受けて当面、厳しい業況が続く。
	 （半導体部品製造　長野県、製紙原料販売　静岡県）
・海外でのプラモデル需要が高まり、プラモデル玩具の受注が堅調である。　
	 　　　（プラモデル部品製造　静岡県）
・システムをすべて西暦表示とすることで新元号対応を済ませている。	 （印刷　静岡県）
・受注単価が下がる一方で、受注自体は増加傾向にある。	 （航空機部品製造　三重県）
・消費増税の駆け込み需要等の影響がある。　
	 （事務機卸売　静岡県、家具販売　長野県、住宅建築　兵庫・岡山県）
・災害復旧を含む販売・レンタルが好調である。	 （重機レンタル・販売　岡山県）
・廃業する農家が増えており、取引先が徐々に減少している。	 （農機具販売　千葉県）
・東京オリンピックや消費増税を前に、4Kや8Kテレビの需要増加を期待している。
	 　（家電販売　静岡県・新潟県）
・シェアハウスへの不正融資事件後、収益物件に対する金融機関からの借入が厳しい。
	 (不動産仲介　静岡県・岡山県）
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（キーワード）　�中小企業、生産性向上、人手不足、働き方改革、SDGs、風土改革

（視　点）
　2018年6月29日に、参院本会議で「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法
律（働き方改革関連法）」が可決、成立し、1947年に労働基準法が制定されて以来およそ70年
ぶりに労働法制が大改正された。こうしたなか、「働き方改革」への取組みは企業経営にとって
不可欠のものになっている。
　そこで本稿では、「働き方改革」への取組みによって生産性向上に挑戦する中小企業の事例を
取り上げ、年度間テーマである「中小企業の『人材活用』」シリーズの総まとめとしたい。

（要　旨）
⃝	各種調査結果によると、企業の間では「働き方改革」への取組みを前向きに捉えている傾
向がみられ、まずは「長時間労働の是正」に取り組んでいる企業が多いようである。ただ
一方で、働き方改革の効果を実感できていない企業が多いようである。また、「働き方改
革」への認知度は、従業員規模が小さくなるにつれて低下する傾向がみられ、中小企業・
小規模事業者に対する働き方改革関連法のさらなる周知が急務となっている。

⃝	本稿を総括すると、一般的に人気が低迷しているといわれる建設業であっても、「働き方改
革」をポジティブに捉えて実践することで、業績の改善を達成できるとともに、社員のモ
チベーションアップや定着率の向上、採用しやすくなった等の成果が出ている。

⃝	中小企業専門金融機関といえる信用金庫は“太陽”のような役割、すなわち、中小企業の
事業全体を俯瞰しながら必要に応じて手を差し伸べたり寄り添ったりすることで、今後と
も、中小企業にとって不可欠かつ常に頼られる存在としての役割を果たしていくことが求
められるのではなかろうか。

調 査

中小企業における「人材活用」④
－「働き方改革」による生産性向上への期待－

信金中央金庫 地域・中小企業研究所研究員

髙橋　嶺太

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

藁品　和寿
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1．はじめに

　2018年6月15日に閣議決定された「経済財

政運営と改革の基本方針2018」（いわゆる

「骨太の方針」）で、「働き方改革の推進」は

「力強い経済成長の実現に向けた重点的な取

組」の一つに掲げられ、「一億総活躍社会の

実現のための最大のチャレンジである働き方

改革を推進し、働く人の視点に立って、一人

ひとりの事情に応じた多様な働き方を選択で

きる社会を実現する。」と言及している。す

なわち、働き方改革は、「労働政策」と「経

済政策」の両側面を有しているといえる。そ

の後、同年6月29日に、参院本会議で「働き

方改革を推進するための関係法律の整備に関

する法律（働き方改革関連法）」が可決、成

立し（図表1）、1947年に労働基準法が制定

されて以来およそ70年ぶりに労働法制が大

改正された。日本銀行調査統計局が2019年1

月に公表した『働き方改革と企業の取り組み

－働き方改革を生産性の向上に結び付けた先

進例－』のなかでも、「上場企業の情報発信

をみると、有価証券報告書で「働き方改革」

といった文言を盛り込んでいる企業数は

2016年以降急激に増加している。」とコメン

トされているとおり、「働き方改革」への取

組みは企業経営にとって不可欠のものになっ

ている。

　こうしたなか本稿では、「中小企業の『人

材活用』」シリーズの総まとめとして、「『働

き方改革』による生産性向上」を取り上げる。

2	．中小企業経営に求められる「働き
方改革」

　「働き方改革」を簡単にいうと、主に長時

間労働の是正や処遇の改善等への取組みであ

図表1　労働施策基本方針の概要

（備考）厚生労働省ホームページより引用
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り（図表2）、直近では、残業時間の削減に

取り組んでいる企業が多い（注1）。

　（株）帝国データバンクが2018年9月に公表

した『特別企画：働き方改革に対する企業の

意識調査（注2）』をみると、働き方改革に「取

り組んでいる」と回答した企業の割合は

37.5％であり、「現在は取り組んでいないが、

今後取り組む予定」（25.6％）と合わせると

（図表3）、6割強の企業が働き方改革への取

組みに前向きな姿勢であることがわかる。そ

の取組み内容では（図表4）、「従業員のモチ

ベーション向上」（25.6％）、「人材の定着」

（19.8％）、「生産性向上」（15.9％）、「従業員

の心身の健康（健康経営）」（15.4％）等が重

（注）1	．日本銀行（2018.12.27）『地域経済報告－さくらレポート－（別冊シリーズ）』p9-10にも指摘されている。
2	．調査期間は2018年8月20日〜31日、有効回答企業数は9,918社である。

図表2　主な改正事項の適用開始時期

見直し内容
適用時期

中小企業 大企業
残業時間の上限 2020年4月1日 2019年4月1日
「勤務間インターバル」制度注の導入促進 2019年4月1日 2019年4月1日

年5日間の年次有給休暇の取得 2019年4月1日 2019年4月1日

労働時間の客観的な把握 2019年4月1日 2019年4月1日
「フレックスタイム制」の拡充 2019年4月1日 2019年4月1日
「高度プロフェッショナル制」を新設 2019年4月1日 2019年4月1日
産業医・産業保健機能の強化 2019年4月1日 2019年4月1日
月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ 2023年4月1日 －
不合理な待遇差をなくすための規定の整備 2020年4月1日 2020年4月1日
労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化 2020年4月1日 2020年4月1日
行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備 2020年4月1日 2020年4月1日

（注	）1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する仕組み
（備考	）厚生労働省「労働施策基本方針」をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表3　働き方改革への取組み状況

取り組んでいる
37.5%

現在は現在は
取り組んでいないが、取り組んでいないが、

今後取り組む予定 今後取り組む予定 
25.6% 25.6% 

以前取り組んでいたが、
現在は取り組んでいない  
　　　　  2.6% 

取り組む取り組む
予定はない予定はない

15.1%15.1%

分からない
19.2%

（備考	）（株）帝国データバンク『特別企画：働き方改革に対する企業の意識調査』をもとに信金中央金庫	地域・中小企業研
究所作成
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視されているようである。一方、「取り組む

予定はない」あるいは「以前取り組んでいた

が、現在は取り組んでいない」と回答した企

業の理由をみると（図表5）、「必要性を感じ

ない」（37.6％）や「効果を期待できない」

（34.1％）が3割を超えている。日本銀行調査

図表4　働き方改革への取組みで最も重視する目的

2.8%

5.8%

8.9%

15.4%

15.9%

19.8%

25.6%

コミュニケーションの円滑化

コンプライアンスへの対応

円滑な人材採用

従業員の心身の健康（健康経営）

生産性向上

人材の定着

従業員のモチベーション向上

（備考）図表3に同じ

図表5　働き方改革へ取り組んでいない理由

4.8%

4.9%

5.9%

7.7%

8.9%

13.5%

17.9%

20.2%

29.4%

34.1%

37.6%

その他

経営層・マネジャーの理解を得られない

従業員の理解を得られない

すでに働き方改革への対応を終えている

取引先の理解を得られない

時間とコストがかかる

ノウハウがない

推進できる人材がいない

人手不足や業務多忙のため、手が回らない

効果を期待できない

必要性を感じない

（備考）図表3に同じ

図表6　働き方改革に対応していくために拡充すべき支援策や制度

13.7%

15.9%

25.0%

28.5%

29.8%

43.5%

61.6%

ホームページやパンフレット
等による情報提供

専門家との窓口相談や専門家派遣

労働基準監督署による企業に
対する丁寧な支援・指導

セミナーや講演会等の開催

発注元・消費者の理解促進策等、
社会全体の機運醸成

新規採用の支援

補助金・助成金

（備考	）日本・東京商工会議所「『働き方改革関連法への準備状況等に関する調査』集計結果」をもとに信金中央金庫	地域・
中小企業研究所作成



22	 信金中金月報　2019.5・6月合併号

統計局が公表した『働き方改革と企業の取り

組み－働き方改革を生産性の向上に結び付け

た先進例－』のなかで、「働き方改革全般の

評価に関して、「期待した効果」と対比した民

間アンケートによると、「期待した効果が得

られている」あるいは「期待した効果の半分

程度が得られている」と解答する割合が、合

わせても全体の3分の1程度にとどまってい

る。」と指摘され、三菱UFJリサーチ＆コンサ

ルティングが2019年1月に公表した『平成29

年度仕事と育児の両立に関する実態把握のた

めの調査研究事業	企業調査	結果の概要』で

も、「実施している」との回答割合と「効果

をあげている」との間にギャップがみられる

等、多くの企業では働き方改革の効果を実感

できるまでには至っていないようである。

　日本商工会議所・東京商工会議所が2019

年1月に公表した『働き方改革関連法への準

備状況等に関する調査　集計結果（注3）』で

は、「働き方改革関連法の認知度は、従業員

規模が小さくなるにつれて低下する」ことが

指摘されており、中小企業・小規模事業者に

対する働き方改革関連法のさらなる周知が急

務となっている。こうした働き方改革を推進

していくうえで、企業からは「補助金・助成

金」、「新規採用の支援」、「発注元・消費者の

理解促進策等、社会全体の気運醸成」等を求

める声が多く（図表6）、今後、官民一体と

なった取組みが期待されよう。

　こうしたなか次章では、これら法制度の動

きに先んじて働き方改革に前向きに取り組

み、生産性向上につなげようと挑戦する中小

企業の事例を紹介する。

3	．「働き方改革」への取組みにより
生産性向上に挑戦する中小企業

（1	）三承工業株式会社（岐阜県岐阜市、総

合建設業）

　同社は、1999年11月に社員3名で「西岡興

業」として設立され、2019年で創業20周年

を迎えた（図表7）。経営理念として「全て

の皆様に　感謝の心で愛情と想いやりのある			

人・物創り」を掲げ、「感謝の心」が伝わる

仕事やモノづくりに徹することを使命に、岐

阜から全国、そして世界へ向けて同社の想い

を発信するよう努めている。

　取材に応じていただいた西岡徹人代表取締

役は、幼少期に母子家庭で苦労を重ねながら

育ち、地元の工業高等学校機械科を卒業後、

図表7　三承工業株式会社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
社 員 数
事 業 内 容

三承工業株式会社		
西岡	徹人	 	
岐阜県岐阜市	 	
2006年3月	 	
45名	 	
総合建設業	

（備考）1	．写真（左）は西岡徹人代表取締役
2．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（注）3	．調査期間は2018年10月22日〜12月3日、有効回答企業数は2,045社である。
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起業した。2011年までには、プラント事業部、

外構事業部を発足させ土木事業の請負を担う

ようになり、土木業から建築業に事業を多角

化する基礎をつくった。西岡社長は、建築業に

携わるようになってから社会の仕組みが見え

るようになり、幼少期や創業当時の自らの経

験も相まって「建築という手法を通じて社会

課題を解決したい」という想いを強く抱くに

ようになったと言う。2012年から展開して

いる低価格・高品質な注文住宅「S
さ ん し ょ う

UNSHOW

夢ハウス」では、SDGs（注4）に向けて積極的

に取り組み「貧困をなくそう」の観点から、

住宅ローンで生活費を圧迫することなく幅広

い層の家庭がマイホームを取得できるよう

に、そして「人や国の不平等をなくそう」の

観点からは住宅ローンや住宅購入の難しい外

国人でもマイホームを取得できるように、と

の想いを込めている。「ジェンダー平等を実

現しよう」の観点では、男性中心の建設業界

において女性活躍の機会を創出したいとの想

いで、女性だけの工務店「クレドホーム」も

展開している。西岡社長は、このように「社

会課題解決をあらゆるパートナーと連携し、

ビジネスを通して解決を行ってきた」ことが

同社の飛躍につながってきたと言い切る。

　西岡社長は、（公社）岐阜青年会議所の活動

のなかで企業経営に関する講演会やセミナー

等に積極的に参加しながら、自らの行動や考

え方を変えてきた。「良質の土づくりができ

れば、貧相な作物でも育つ」という考えの

下、その“土壌”にあたる「風土改革」に取

り組む（図表8）。2013年に、まずは社長を

含む社員同士で「ありがとう」を言い合う雰

囲気を創ったり、トイレ掃除をしたりするこ

（注）4	．持続可能な開発目標（SDGs）は、2015年9月の国連サミットで採択された。2030年までに貧困や不平等・格差等のさまざ
まな問題を多くの人々や組織が協力し、17の目標を達成していくもの。

図表8　「働き方改革」を通じた生産性向上に向けた取組み

（備考）同社ホームページより引用
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とから開始した。西岡社長は、社員間の良質

なコミュニケーションと社長のワンマン経営

の解消が「風土改革」の鍵を握ると言う。併

せて、社員それぞれの仕事を“見える化”し

て情報共有することで、社員の“多能工化”

にも取り組んだ。カンガルー出勤（子連れ出

勤）やノー残業デーも導入していく。また、

2015年には、女性社員だけではなく男性社

員の妻、さらには同社に住宅建築を注文した

家庭の妻をも巻き込んだ「チーム夢子」を結

成した。社内で気になる点を見出して改善し

ていくチームであり、キッズルーム設置、ト

イレの男女別設置、分煙室設置、シャワー

ルーム設置をはじめ女性ならではの視点から

の提言がなされた。とりわけ残業削減や有給

休暇の取得の推進は、男性社員の妻を巻き込

んで理解を得ていることからスムーズに進む

など、ダイバーシティ経営の実現や働きやす

い職場環境づくりにつながっている。このよ

うに社員をチーム化してリーダー社員に任せ

る（注5）ことが、社員に“当事者意識”を生

み、実効性のある社内改革につながると西岡

社長は言う。

　こうしたさまざまな取組みを通じて、同社

は、2018年3月、JR岐阜駅に隣接する商業施

設アクティブGに、同社グループの情報発信

基地として、さまざまな社会問題に対し問題

提起と解決のための行動を発信する「S
さ ん

UN	

S
し ょ う

HOW.	B
べ ー す

ASE」をオープンし、同年12月に

は、建設業者として全国初となる「ジャパン

SDGsアワード（注6）」特別賞を受賞したりし

ている。こうした“見える”形での実績は、

社員の社会貢献に対する理解を深めて、社会

貢献意欲を高める効果があるという。同社グ

ループ全体の売上も、2011年の5億円から18

年には12億円と右肩上がりで、生産性も着

実に上がっている。西岡社長は、今後とも

“輝く会社づくり”に尽力し、行政が推奨す

る認証制度や表彰制度にも積極的に参加、応

募していきたいと意気込む。

（2	）株式会社下久保建材店（青森県三沢市、

建設資材販売業）

　同社は、1966年6月、取材に応じていただ

いた下久保和成代表取締役の父・下久保作之

佑氏が創業した（株）下久保製材所から分離す

る形で設立された（図表9、10）。先代社長

の“製材販売だけでは今後生き残ってはいけ

ない”という先見の明により設立されたとい

う。2002年には（株）マルサ硝子と合併する

ことでガラス施工やサッシ施工等を手がける

ようになり、製材に端を発して資材販売、そ

して施工までを一貫して担えるまでに事業の

幅を広げてきた。関連会社には、三沢シティ

ホテルの運営会社である（株）シモクボと、不

動産仲介および住宅事業を担う（株）サンロク

がある。このうち（株）サンロク（注7）は、1971

年3月、むつ小川原開発計画（注8）をきっかけ
（注）5	．現在、ダイバーシティ推進室室長、女性活躍・働き方改革担当として、アルバイト入社して正社員登用された正村幸美氏

が活躍している。
6	．2017年6月にSDGs推進本部（首相官邸に設置、本部長は内閣総理大臣）において創設が決定した（https://www.mofa.
go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/award/index.html）。
7	．社名の由来は、三沢市の「三（サン）」と六ヶ所村の「六（ロク）」である。
8	．1960年代以降、六ヶ所村を中心とする一体に臨海工業地帯を整備することを目的とした開発計画。
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として三沢市の青年5名が立ち上げた会社

で、1985年5月に同社グループとなってい

る。なお、施工における木造ラーメン構法（注9）

では青森県内でトップクラスの技術力を持つ

ことで定評がある。現在、同社グループを挙

げて、「常に時代に先んじて、地元の人々を

より一層豊かにする住まいづくり」に邁進し

ている。なお、取材に応じていただいた下久

保社長は、愛知県の大学を卒業後、大手住宅

メーカーで住宅の販売経験を積んだ後、

2003年、父親の誘いで同社に入社、2代目社

長として代表取締役に就任した。

　同社は、2010年から、地元の社会保険労

務士のアドバイスを受けて給与体系を見直

し、「定額残業制度」を導入した。これによ

り、長時間残業をする社員が大幅に減り、導

入後すぐに社員1人あたり2〜3時間／日ほど

の即効性のある残業削減を実現できたとい

う。また、定額残業制度の導入に併せて仕事

のやり方も見直した。具体的には、残業の温

床であった“属人化”していた仕事のやり方

を改めて、仕事一つひとつを複数の社員で分

担することで、社員一人ひとりが複数の仕事

をできるようになるとともに、各社員の仕事

の進捗状況を情報共有するようにした。これ

により、社員の「多能工化（マルチスキル

化）」に加えて「仕事の見える化」ができ、

社員が有給休暇を取得しやすい職場環境につ

ながったという。「制度の導入」と「仕事の

やり方」を並行したことが成功の鍵を握って

いたといえよう。（株）サンロクでは、“全員

営業体制”を構築することにより一部の社員

では有給休暇取得率100％を達成している。

下久保社長によると、このように社員が有給

休暇を十分に取得できる職場環境に努めた結

果、社員の仕事の能率が上がるとともに定着

率も改善する効果があったという。また、こ

うした職場環境づくりでは「余力をもった人

員配置」はキーワードになるともいう。

図表10　同社の作業場

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

（注）9	．接合部を強くすることで柱・梁だけで水平力に耐えられるフレームを形成する構法のこと。

図表9　株式会社下久保建材店の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
社 員 数
事 業 内 容

株式会社下久保建材店	 	
下久保	和成	 	
青森県三沢市	 	
1966年6月	 	
39名	 	
建設総合資材販売、ビル用建具工事、
住宅用建具販売・工事、硝子工事	

（備考）1	．写真（中央）は同社の下久保和成代表取締役、
写真（右）は江頭麻衣総務課係長、写真（左）は
（株）サンロクの江渡聖子営業企画部課長
2	．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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　そのほか、各種の手当制度も準備してい

る。例えば、「懇親手当」は、社員が主催す

る懇親会費用全額を会社が負担するもので、

同社では年2回、関連会社の（株）サンロクで

は年間5回を目処に支給される。これによ

り、社員が積極的に懇親会に参加するように

なり、社内コミュニケーションを深めること

につながっているという。職種に配慮した手

当もあり、2018年から導入した「備品手当」

では、配送担当者が負担していた備品（手袋

等）の購入費用を会社が全額負担するように

した。また、配送担当者に多い腰痛に対し

て、通院費負担を会社が全額補助する「腰痛

手当」も支給している。「健康手当」では、

半年間に2日以上連続で病欠をしなかった社

員に対して“健康管理がしっかりできてい

る”という意味合いで、半期に1回、10,000

円を支給している（注10）。とりわけ、健康に配

慮した取組みでは、経済産業省から「健康経

営優良法人2018」（注11）の認定を受けるなど一

定の評価を受けている。

（3	）信幸プロテック株式会社（岩手県紫
し

波
わ

郡
ぐん

矢
や

巾
はば

町
ちょう

、空調設備業）

　同社は、1974年4月に、村松守代表取締役

の父にあたる村松幸雄取締役会長が大手電機

メーカーにて5年間ほど培った家電修理のノ

ウハウを活かし、個人事業として開業された

（図表11）。1987年5月に（有）信幸冷熱サービ

スとして法人化し、2015年5月の創業40周年

を機に義理の息子への事業承継を行ってい

る。現在、事務所や店舗等向けに空調設備の

施工・修理・保守サービスを主に提供し、個

人向けの住宅設備サービスのニーズにも数多

く応えている。村松幸雄会長は、1996年2月

に岩手県中小企業家同友会に入会したことを

機に大切さを認識した経営理念として「私達

は地域の産業と人々の暮らしの役に立ち社会

にとってなくてはならない存在であり続けた

い。」（注12）を掲げ、他社との“仲間づくり”に

努めてきた。当時から「三方よし（会社・社

員・社会のすべてが良し）」のビジネスを展

開してきた。また、2018年11月には「岩手

県	働き方改革アワード2018	業務改善部門」

を受賞している。

（注）10	．（株）サンロクでは支給されていない。
11	．http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html参照
12	．現在の経営理念は3本柱であり、このほかに「2．私達は我社のビジョンと同時に自己の愛の実現に真摯に取組み物心共
に豊かで幸せな人生を築きます。」、「3．私達は他に先駆けて多くを学び高い技術力でお客様の満足を追い続けるエンジニ
ア集団を目指します。」を掲げている。

図表11　信幸プロテック株式会社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
社 員 数
事 業 内 容

信幸プロテック株式会社	
村松	守	
岩手県紫波郡矢巾町	
1987年5月	
35名	
空調設備業

（備考）1	．写真（前列中央）は村松守代表取締役、写真
（前列中央右）は取材に応じていただいた村松直
子専務取締役、写真（前列中央左）は同じく佐々
木規江主任
2	．写真は同社提供
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　同社は、2017年5月に、岩手県が募集して

いた「働き方改革実践モデル企業」に3社の

うち1社として選定され、（株）ワーク・ライ

フバランス（注13）のコンサルティングを受けな

がら、経営管理部をトライアル部門として

「働き方改革」への取組みを開始した。きっ

かけは、岩手県が若者の就業支援を目的に設

置した「ジョブカフェいわて」の担当者から

案内された盛岡市主催の「働き方見直しコン

サルタント養成講座」に、取材に応じていた

だいた村松直子専務取締役が参加したことで

あった。参加当時、同社では、社員の定着率

は高く採用難でもなかったため「働き方改

革」への意識は決して高くなかった。しか

し、村松専務取締役は、本講座での（株）ワー

ク・ライフバランスのコンサルタントによる

講話を聴くにつれて危機感を覚えた。そこ

で、本講座受講時、社員の平均年齢と今後の

推移、家庭で介護や育児を担う割合を調査し

たところから、「働き方改革実践モデル企

業」としてコンサルティングを受けることを

決めた。また、同じく取材に応じていただい

た佐々木規江主任は、岩手県主催の「働き方

改革アドバイザー養成講座」を受講し、同社

の働き方改革推進のリーダーとして、そこで

得た最新の情報も社内に還元しながら取組み

を進めた。

　まずは経営管理部において、「朝メール・

夜メール（注14）」や「カエル会議（注15）」を通じ

て、「情報共有」と「業務効率化」に焦点を

あてた取組みを始めた。「小さく始めて成功

体験を重ねる」が鍵を握ると村松専務取締役

は言う。その後、他部門の社員も巻き込みな

がら、付箋紙を用いたワークショップ等によ

り意見を出し合って共有することで根本的な

課題を見出した。この作業には3か月ほどの

時間を要したが、村松専務取締役によると、

この社員全員で“承認”する作業は、社員の

間に“当事者意識”を生むとともに「働き方

改革」のその後の成否を左右する“肝”にな

ると言う。

　主な7つの活動内容は図表12のとおりであ

る。このうち「業務の洗い出し・スキルマッ

プ作成」では、「スキルマップ（注16）」を作成

することで“業務の見える化”を図るととも

（注）13	．2006年創業で、小室淑恵氏が代表取締役を務める。ワーク・ライフバランスの分野では草分け的な存在（https://work-
life-b.co.jp/）。

14	．仕事の見える化を目的とした朝・夕2通のメールでの社員間のやりとりのこと。
15	．早く「帰る」、仕事のやり方を「変える」、人生を「変える」の3つの意味が込められた会議のこと。
16	．縦軸に部署内で行う業務、横軸に社員の名前を書いて、誰がどの業務をどのレベルで行うことができるのかを可視化した。

図表12　7つの「働き方見直し活動」

（備考）同社提供
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に、属人的業務を洗い出して、その社員が休

んでも業務が回るよう複数担当制に見直し

た。社員全員が迷わずに業務を完遂できるよ

う、業務の平準化を目的とした「手順書」も

作成している（注17）。リーダーの佐々木主任は、

今後、人手不足の深刻化が予想されるなか、

“時間と気持ちの余裕”を生むため、この

「手順書」を含めた取組みを継続していきた

いと意気込む。2019年2月末現在、業務の洗

い出しにより見直した業務は56、「手順書」

の作成は64に上る。これに併せて時間のか

かる処理をIT化（注18）することで、業務効率化

も進めている。「現場同行」では、経営管理

部社員がサービス担当者の修理や点検の現場

に同行する（注19）ことにより、現場の声を改善

提案につなげた。2019年2月末現在、同行件

数は15件、改善提案数は21件である。就業時

間内に開催する「スキルアップ勉強会（注20）」

にも力を入れ、2019年2月末までの累計で63

時間実施している。また、社員一人ひとりの

「ライフビジョンシート（終業後・休暇でや

りたいこと）」を年1回のプレゼンテーショ

ンにより社員全員で共有することで、それぞ

れの夢の実現に向けて、社員同士が応援し合

うチームづくりにも努めている。毎年、社員

全員が今後10年間のビジョンや直近1年間の

行動計画を発表し合う場があり、もともと社

員間に応援し合う雰囲気が醸成されていたこ

とが、同社が「働き方改革」をスピーディー

に進めていくうえでの土台になったのだろ

う。さらに、村松専務取締役は、「働き方改

革を推進する社内プロジェクト実践モデル企

業」に選定された3社間で情報共有した結果

生まれた交流も、取組みをスピーディーに進

めることに貢献したと言う。取組み内容を公

に発表し合うことで、経営陣の間に緊張感が

生まれ、「さらに高みを目指そう」という意

欲も芽生えるという。すなわち、「働き方改

革」をスピーディーに進めるうえで“オープ

ンマインド”も欠かせないといえる。

　こうした一連の取組みの結果、2018年3月

末時点での社員一人あたり残業時間は前年比

15％減（注21）、一方で売上高（2018年3月末）

および営業利益（同）は、それぞれ前年比

124％、273％となった。「働き方改革」の推

進によって労働生産性は大きく高まったとい

えよう。

（4	）田中車輌株式会社（青森県十和田市、

建設・運搬・整備・収集業）

　同社は、1974年9月に、地元大手建設会社

である田中建設（株）（注22）の車輌課を分離独立

させる形で創業した（図表13）。創業当初か

ら、田中建設（株）が請け負うダム工事や道路

（注）17	．「手順書」の作成では、担当外の社員に「手順書」を見ながら当該業務を行ってもらうことにより、初めて業務に携わっ
た社員でも当該業務を完遂できるよう配慮している。

18	．IT化したことで、テレワーク（在宅勤務）が可能となった。現在、住宅設備部門に所属する療養中の社員1名が技術面の
サポートや顧客管理等の業務でテレワークを行っている。

19	．作業の様子を写真や動画に収めて報告書を作成し、「カエル会議」で社員間で情報共有した。
20	．各部門の社員を講師に、フロント業務で必要な知識やスキルを共有している。
21	．社員の総有給休暇取得日数は202日（2018年3月期）となり、前期の86日に比べて2.3倍となった。
22	．http://www.tanaka-net.co.jp/homepage/hmpg/index.html参照。同社は、田中車輌（株）のほか建材販売を行う田中商工（株）
の2社を子会社に持つ。また、経済産業省が選出する「健康経営優良法人2018（中小規模法人部門）」に認定されている。
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維持管理、アスファルト合材の運搬等を主に

担ってきた。1998年には、（株）トージュを

吸収合併することで、自動車・建設機械整備

や一般・産業廃棄物の収集運搬にまで事業の

幅を広げる。この結果、土木・建築一式、各

種資機材運搬、車両・建設機械整備、除雪、

一般・産業廃棄物収集など事業の幅を大きく

広げることができ（図表14）、これが同社の

好調な受注を支える“強み”となっている。

なお、取材に応じていただいた野田誠二代表

取締役は、首都圏の大学を卒業後田中建設

（株）に入社、2006年から同社に転籍して11

年より代表取締役として活躍している。

　同社は、田中建設（株）の完全子会社とはい

え独立採算であり、人材採用も自前で行って

いる。現在、社員の平均年齢は約48歳、平

均勤続年数は約18年であり、大半は中途採

用である。しかし最近、経験者募集では採用

が難しいことから未経験者にまで採用枠を広

げたものの、同社の業務の多くでは技術系の

資格取得を求められるために、定着しにくい

という問題に直面した。そこで、野田社長の

リーダーシップの下、社員の定着率を高める

目的で、2019年4月から、現在の日雇い従業

員等非正規社員を含むすべての社員（55歳

以下）を正社員にすることを決めた（注23）。こ

れにより、日雇い従業員にとってはゴールデ

ンウィーク等の長期休暇にかかわらず給与収

入が安定するとともに、より充実した福利厚

生（注24）や各種手当（注25）を受けられるメリット

図表13　田中車輌株式会社の概要

同社の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
社 員 数
事 業 内 容

田中車輌株式会社	
野田	誠二	
青森県十和田市	
1974年9月	
51名	
建設業、運搬業、整備業、収集業	

（備考）1	．写真（左）は野田誠二代表取締役、写真（右）
は北上史業務部長
2	．信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

（注）23	．既に定年制は廃止しており、高齢者社員の活躍を積極的に推進している。
24	．全国建設業労災互助会に加入することでケガや病気で休養をするとき等に補償金を受け取れるといった各種福利厚生制度
を利用できる。

25	．扶養配偶者を対象とした「奥さま手当」や2016年度から採用した「子ども手当」等の支給を受けられる。

図表14　同社の外観

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影
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が享受できる。野田社長によると、同社の人

件費負担は、正社員化によって従来に比べて

2割ほど大きくなるという。この挑戦には、

人件費負担が大きく増えたとしても人材の確

保を最優先にしたいという同社の強い意思を

感じられる。

　そのほか、社員の禁煙や血圧測定受診等を

積極的に推進することで、2018年に経済産

業省から「健康経営優良法人2018」（注26）の認

定を受けるとともに、翌19年には青森県か

ら「青森県健康経営事業所」（注27）の認定も受

けている。さらに、ISO9001（品質マネジメ

ントシステム）で要求される内部コミュニ

ケーションでは、経営層が率先して会社の方

針と社員の意向のすり合わせを行う等社内コ

ミュニケーションの充実を図っている。

　また、快適な職場環境や作業現場のイメー

ジアップを図るために、積極的に新型の重

機・車輌や機材等を導入し、現在働いている

社員に対する配慮も欠かさない。

（5	）株式会社NENGO（神奈川県川崎市、建

設・不動産業）

　同社の前身は、1983年3月、取材に応じて

いただいた的場敏行代表取締役社長の父・的

場源一氏が神奈川県川崎市多摩区生田に創業

したオリエンタル産業（株）である。2013年1

月の創立30周年を節目に、現在の社名に変

更した（図表15）。社名のN
ね ん ご

ENGOは、ミッ

ションである「100年後の街づくり」の「年
ねん

後
ご

」に由来する。また、同社のロゴマークは

富士山をかたどっている。的場社長による

と、富士山はナンバー1でもあり、“不二（オ

ンリー1）”とも書き表されるとおり唯一の

存在であり、同社もお客様にとって“不二の

ような存在”でなくてはならないという決意

表明をしたという（図表16）。

　設立当初は、耐火被覆工事業から開始し、

その後、断熱工事業（1995年）、P
ポ ー タ ー ズ

ORTER'S	

P
ペ イ ン ト

AINTS事業（2001年）、建築工事業（2004

年）、不動産事業（2004年）、宿泊事業（2018

年）等と事業の幅を広げてきた。この結果、

不動産の企画から建築工事、そして不動産や

施設の管理・運営までを一貫して担えるよう

図表15　株式会社NENGOの概要

同社の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
社 員 数
事 業 内 容

株式会社NENGO	
的場	敏行	
神奈川県川崎市	
1983年3月	
47名	
耐火被覆・断熱工事業、建築工事業、
PORTER'S	PAINTS事業、不動産業、
コンサルティング業	

（備考）1	．写真は的場敏行代表取締役社長
2	．同社提供

（注）26	．http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html参照
27	．http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/aomori-kenkoukeiei.html参照
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になり、これが当社の“強み”につながって

いる。

　取材に応じていただいた的場社長は、早稲

田大学在学中にアメリカンフットボール部で

心身を鍛えあげると同時に、関心を持ってい

た環境経済学をテーマとした卒業論文に挑ん

だ。大学卒業後、ホテル・旅館業大手の藤田

観光（株）が運営するフォーシーズンズホテル

椿山荘東京にて勤務し、お客様から「ありが

とう」と言われることに常に喜びを感じなが

ら経験を積んだ。その後、1994年にオリエ

ンタル産業（現NENGO）に入社し、2002年

に代表取締役社長に就任した。当時から、的

場社長は、自社の属する建築・不動産業界の

将来を憂慮し、100年後の街つくりを志す。

それぞれの地域の気候、風土、歴史、文化を

活かし「らしさデザイン」をすることで“住

みたい”“遊びたい”“働きたい”街をつくる

ために事業を展開していく。

　事業拡大するなかで、「最近の日本人は住

んでいる家はもちろん住んでいる街への関心

も失いつつある」ことを常に憂慮し、例えば

居住者が住んでいる家に愛着を持ってもらう

仕掛けの一つとしてP
ポ ー タ ー ズ

ORTER'S	P
ペ イ ン ト

AINTS事

業（塗装事業）を開始した。また、賃貸住宅

の価値を向上させる“仕立てる賃貸（注28）”の

事業においては、不動産オーナー、入居者と

NENGOの三者で伴走する建物づくりを進め

ながら不動産の価値を高めるなど、多角的に

「業界の問題を解決する」スタンスを貫いて

いる（図表17）。

　同社では、「世のため、人のため」という

図表16　同社のロゴマーク

（備考）同社提供

図表17　代表的な施工実績

（備考）同社提供

（注）28	．長期間空室の続く建物に、入居者を先に決め、その入居者の意向を反映させたリノベーションを行う仕組み
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企業理念を実現していくためには社員が心身

ともに健康でないと活躍することはできない

という考えのもと、社員を「家族」として捉

え、「ファミリープログラム」と名付ける福

利厚生制度を準備している。これら支援制度

の大半は、社員の発案や意見等から生まれて

いるという。例えば、本稿	4（2）で紹介する

和氣美枝代表理事の経営するワーク＆ケアバ

ランス研究所に対して介護をしながら働きた

い社員が悩み相談をする介護相談制度を導入

している。この導入のきっかけは、入社した

ばかりの新卒女性社員が親の介護という場面

に直面したことであったという。そのほかに

もさまざまな社員への支援制度があり、「合
ごー

魂
こん

」は、社員3名、飲食代1人あたり4千円を

上限に懇親会費用を同社が負担するものであ

る（注29）。的場社長は、社員が懇親会で地元の

飲食店を利用することによって同社と地元の

飲食店とのコミュニケーションが深まり仕事

につながるとともに、地元での消費喚起にも

つながると期待している。目新しい支援制度

では、社員が疲労を感じたときに近所の整体

院の電気椅子でリフレッシュできる「電気椅

子」制度がある。社員からの「仮眠スペース

がほしい」という声を受けて制度化したとい

う。また、「助
じょ

i
いん

n」では、社員の紹介で友人

知人が入社して3か月以上定着した場合に、

紹介した社員に30万円を贈呈する。同社へ

の就職を機に自転車通勤圏内へ引っ越した社

員に対しては「自転車通勤引越し支援制度」

も準備している。そのほか、社員のキャリア

アップを支援するともに自社の飛躍にもつな

がる支援制度として、「NENGOチャレンジ

（新規事業立ち上げ制度）」や「社長になろ

う！（新規事業の子会社設立）」がある。的

場社長は、特に新入社員に対して「歯車にな

るな。仕組みを作れ。」と常に発破をかけな

がら、こうした社員の斬新なアイデアを事業

化できる機会を与えている。

　こうしたお客様や社員への配慮を最優先に

した経営手法が徐々に口コミで広がりつつあ

り、人手不足が顕在化する建設・不動産業界

にありながら、新規・中途採用では募集を上

回る応募があるという。今後も、福利厚生制

度を充実させていく予定であり、例えば「社

員食堂の設置」、「長期休暇制度の導入（1か

月程度）」、「保育園の開設」、「（トレーニング

する社員や自転車通勤の社員のための）シャ

ワー室の設置」等を検討しているという。

　的場社長は、「同社の役割は、あくまで

「黒子役」で、不動産オーナーが前面に立っ

て街づくりに積極的に関わっていきたいと思

うように導いていくこと」だと言い切る。ま

た、万全な体制の下で丁寧な仕事を心がけ、

常に「お客様の期待値を超える仕事をこな

す」ことを信念としていることから、地域密

着で“目の届く範囲での仕事”に徹していき

たいという。今後とも、社員からもお客様か

らも「NENGOがいてくれてよかった」とい

われるような唯一無二の存在になりたいと意

気込む。

（注）29	．懇親した内容を社長に報告することが義務付けられているものの、現在、1日平均1組の利用がある。
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4．中小企業に対する働き方改革支援

　中小企業が「働き方改革」に対応していく

ためには、図表6で「セミナーや講演会等の

開催」、「専門家との窓口相談や専門家派

遣」、「ホームページやパンフレット等による

情報提供」をはじめ情報収集へのニーズが高

いことが示されたとおり、公的機関等が中小

企業に対して積極的に情報提供していくこと

が求められているといえる。

　そこで以下では、「働き方改革」を含む中

小企業の経営課題全般に対してアドバイスに

取り組む東京都よろず支援拠点（実施機関：

（一社）東京都信用金庫協会）、労働施策基本

方針のなかで求められている「育児や介護と

仕事の両立支援」に取り組む（一社）介護離

職防止対策促進機構の事例を紹介する。ま

た、東京都が制度として創設した「TOKYO

働き方改革宣言企業（注30）」として自社でも実

践しながら中小企業向けにテレワークのため

のソフトウェアを開発、提供する（株）ダイ

ナックスの事例も紹介する。

（1）東京都よろず支援拠点（東京都港区）

　よろず支援拠点は、2014年6月に施行され

た「小規模企業振興基本法」に基づき、中小

企業庁が47都道府県に1か所ずつ設置した中

小企業、小規模事業者、起業家向けの無料の

経営相談機関である。“よろず”と名付ける

ことで、事業者がかしこまらずに気軽に経営

上の悩みを何でも話せる場所（注31）になること

を目指している。

　東京都よろず支援拠点は、全国で唯一、金

融団体である（一社）東京都信用金庫協会が実

施機関として受託、運営している。それ故

に、中小企業や小規模事業者にとって身近な

金融機関である信用金庫が、同支援拠点と事

業者との接点をつくる“パイプ役”になるこ

とも多いという。相談窓口は、新橋事務所

（東京都港区新橋）と東大和B
ビ ジ ネ ス ト

usiNest（東京

都東大和市）の2拠点であるが、2019年5月

からは東京都立川市にも新たに拠点を設ける

予定である。

　同支援拠点には現在、取材に応じていただ

いた金綱潤チーフコーディネーターと弥冨尚

志サブチーフコーディネーター（図表18）

図表18　東京都よろず支援拠点

（備考）1	．写真（中央）は金綱潤チーフコーディネーター、
写真（右）は弥冨尚志サブチーフコーディネー
ター、写真（左）は（一社）東京都信用金庫協会	
業務部	地域支援課	古畑伸康課長
2	．信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影

（注）30	．東京都が、都内企業の働き方改革の気運を高めていくことを目的として創設した制度。「働き方改革宣言」を行う企業等
に対して奨励金を交付する等、さまざまな支援を行っている。

31	．東京都よろず支援拠点の相談日時は、平日月曜日から金曜日の「9：30-10：30」、「11：00-12：00」、「13：30-15：00」、「15：30-
17：00」である。
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を筆頭に、中小企業支援に豊富な経験を持つ

専門家15名のコーディネーターが在籍して

いる。それぞれのコーディネーターは、事業

者に寄り添い親身になって相談に乗ることを

心がけており、相談内容を聞きながら、経営

者に対して自社の置かれた状況を正しく把握

できるよう導くとともに、経営課題の本質を

明らかにできるよう努めている。具体的な相

談への対応方法としては、相談を受けながら

「WANT（やりたいコト）」、「SHOULD（す

べきコト）」、「CAN（できるコト）」のうち2

つが重なる事項を見出し、3つが重なる事項

を見えやすくした上で（図表19）、事業者の

事情に即した提案をするようにしている。

　「働き方改革」への相談の対応では、東京

働き方改革推進支援センター（東京都千代田

区）とも連携して取り組んでいる。事業者か

ら直接的に相談を受けることよりも、経営全

般の相談の中から掘り起こすことが多いとい

う。とはいえ、「働き方改革」は企業の持続

的成長と切り離すことができないため、例え

ば最近多い「人手不足」にかかる相談（注32）を

受けるなかで、コーディネーターから提案す

る形で「働き方改革」への取組みを促すケー

スがある。「働き方改革」はすべての事業者

に内在する経営課題であり、同支援拠点の実

感として、「働き方改革」に取り組んだ事業

者ほど期待された成果を出す傾向がみられる

という。同拠点では、コーディネーターが一

丸となり、｢働き方改革」へのアドバイスを

含めて、中小企業や小規模事業者等に「金儲

け（売上・収益改善）の前に人儲け（人脈づ

くり、社員確保）」ということを実感しても

らえる“応援団”として、今後とも活躍して

いきたいと意気込む。

（2	）一般社団法人介護離職防止対策促進機

構（東京都渋谷区）

　同機構は、2016年1月に有志（注33）の協力を得

て設立された一般社団法人である（図表20）。

取材に応じていただいた和氣美枝代表理事

は、自らも要介護4の母親を在宅で15年以上

にわたり介護し続ける現役介護者であり、介

護と仕事の狭間で悩む介護者からの相談に対

しては全身全霊を注いでいる。

　和氣代表は、一般社団法人を立ち上げる前

の2013年から、自らの介護体験を元に、働

く介護者おひとり様介護ミーティングを立ち

図表19	　コーディネーターによる中小企業支
援の具体的な支援方法

WANT
（やりたいコト）

SHOULD
（すべきコト）

CAN
（できるコト）

（備考	）取材に基づいて信金中央金庫	地域・中小企業研究
所作成

（注）32	．業種では、「建築業」、「運輸業」、「IT業」からの相談が多いという。
33	．同機構の理事として、三谷泰文氏（（株）ウェブユニオン）、竹下康平氏（（株）ビーブリッド）、飯野三紀子氏（産業カウン
セラー）、柳澤健一氏（人材紹介オフィス柳澤）のほかアドバイザーとしてジャーナリストの村田くみ氏が名を連ねる。
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上げた。翌14年には、「介護で困った相談者

に寄り添いたい」との想いの下、（株）ウェブ

ユニオン（東京都渋谷区）（注34）の中で介護者

支援事業部を立ち上げ、「ワーク＆ケアバラ

ンス研究所」の屋号で活動を始めた。苦戦し

ながら企業向けPRに努めるなか、2015年下

期に、政府が「1億総活躍社会」の実現に向

けた緊急対策の重点項目の一つとして「介護

離職ゼロ」対策を掲げたことで問い合わせ数

が徐々に増え（注35）、16年1月に同機構を立ち

上げるに至った。なお、18年9月には前述の

介護者支援事業部を法人化、現在の（株）ワー

ク＆ケアバランス研究所とした。これによ

り、同機構が政策提言や人材育成を担い、同

研究所が企業や個人の具体的な支援を担う体

制を構築した。

　2016年3月に、和氣代表が介護離職のない

社会をめざす会（注36）の発足フォーラムで登壇

したことをきっかけに、日本労働組合総連合

会（連合）との接点ができる。その後、連合

大会や連合愛知・愛知県経営者協会主催シン

ポジウム等に登壇することで、同機構の存在

が労働組合関係者や企業の人事担当者の目に

触れる機会が増えた。さらに、16年4月に

ワーク＆ケアバランス研究所で主催した研修

会で（一社）日本経済団体連合会（経団連）の

担当者と出会ったことをきっかけに、経団連

の部会に呼ばれる等のつき合いが始まり、

17年3月に同機構が第2回介護離職防止対策

シンポジウムを主催するにあたっては、経団

連に共催してもらうことができた。その後、

経団連の報告書「仕事と介護の両立支援の一

層の充実に向けて　企業によるトモケアのス

スメ（以下「トモケア」という。）」の作成に

同機構が協力したことで、18年5月、「トモケ

ア」を披露する目的で経団連が主催した第3

回介護離職防止対策シンポジウム（図表21）

に和氣代表が登壇する等、同機構の存在がよ

り多くの企業の人事担当者の目に触れる機会

を得た。

　また、2016年10月から、介護離職防止対

策アドバイザー養成講座（図表22）を主催

し、受講後には修了証とともに「介護離職防

図表20	　一般社団法人介護離職防止対策促進
機構の概要

同機構の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
理 事 数
事 業 内 容

一般社団法人介護離職防止対策促進機構
和氣	美枝
東京都渋谷区代々木
2016年1月
5名
介護離職防止対策評価基準制定・普及
促進、働く介護者・離職者の支援、介
護離職防止対策コンサルタント養成、
介護離職防止対策啓発セミナー・イベン
ト企画運営、介護防止対策コンサル
ティング

（備考）1	．写真は和氣美枝代表理事
2	．同機構提供

（注）34	．2006年に創業した、クリエイティブ事業や地方創生事業を手がけるWeb制作会社
35	．2013年からの累計で3,000件近くに上る相談を受けている。
36．http://www.kaigorishokunonaishakai.org/参照
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止対策アドバイザーのいる会社」を対外的に

アピールできるツールを提供してきた。翌

17年7月からは人事関連サービスを提供する

（株）パーソル総合研究所（東京都港区南青

山）と業務提携して本講座を提供し、2019

年2月末までに開催実績18回、181名のアド

バイザーを輩出している。テレビ、新聞、書

籍による介護離職防止の啓蒙活動にも努め、

代表的な書籍としては「介護離職しない、さ

せない」（毎日新聞出版、2016年）や「介護

に直面した従業員に人事労務担当者ができる

アドバイス」（第一法規、2018年）等がある。

　さらに2019年4月からは、特に中小企業に

勤める介護者に軸足を置いた個人向け有料サ

イトを立ち上げたいという。このサイトの掲

示板機能では介護者同士が気軽に悩みを共有

しあうことができ、チャット機能では（株）

ワーク＆ケアバランス研究所に気軽に相談を

受けられるような仕組みづくりを進めている。

仕事と介護に悩む介護者が前に一歩踏み出す

きっかけとなるサービスにしたいという。

　和氣代表は「介護が一般常識になっていな

い風潮が問題で、これを変えていくしかな

い」と強調する。上述した一連の取組みは、

まさに「介護をしながら働くことが当たり前

の社会を創る」ことであり“文化創造”にあ

たるという。「介護者の経験に価値がある」

ことを実感できる仕組みづくりを進めるな

か、多くの介護経験者の声が集まることで、

“文化創造”のスピードは上がっていくだろ

うと期待している。そして近い将来、どこに

何を相談してよいのかわからない家族介護者

等の間で「そうだ、〇〇さん（介護経験者）

に聞いてみよう！」と、介護経験者が社会の

中で頼りにされる社会になるよう、今後も邁

進していきたいと意気込む。

（3）株式会社ダイナックス（東京都渋谷区）

　同社は、1977年10月、取材に応じていた

だいた佐藤正人代表取締役会長により、

（株）ソフトウェア総合プロジェクトとして創

業された（図表23）。1990年に、社名を現在

の（株）ダイナックスに変更している。2010

年には、外資系大手コンサルティング会社に

勤めていた息子の佐藤潤氏に代表取締役社長

の座を承継している。経営理念として「通信

図表21	（一社）日本経済団体連合会との共催
シンポジウム

（備考）同機構提供

図表22	　介護離職防止対策アドバイザー	養
成講座

（備考）同機構提供
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の高度利用」を掲げ、利用者に“喜んでもら

える”、“楽しんでもらえる”、“便利に使って

もらえる”ことにこだわりながら、ソフト

ウェア開発に取り組んできた。企業の直営保

養所の予約管理に特化した「保養所予約シス

テム」やビルメンテナンス業界に特化した契

約や作業管理ができるシステム「ビルメン女

子」をはじめ、機能特化したシステム開発も

得意とする。利用者の声をサービスに十二分

に反映するため、「自社開発」かつ「自社運

営」に徹している。

　佐藤会長は、首都圏のコンピューター専門

学校を卒業後、大手通信機器メーカーで経験

を積むなかで、「これからはコンピューターの

時代だ」と確信して起業した。リモートアク

セス技術での強みを活かしたニッチ分野での

通信機器部品の商品・サービス化を通じて大

手電機メーカーとの取引を実現しながら業容

拡大を図ってきた。

　2016年12月に、オフィスがない前提で経

営者が在宅勤務者やフリーランス社員等を業

務管理できることを念頭に設計された「なか

まクラウド	オフィス」のサービス提供を始

めた。2018年1月には、「個人の時間を作る

ことが仕事のモチベーションや品質を高め

る」という考えの下、「なかまクラウド	オフィ

ス」をベースに、主に中小企業を対象に働き

方改革の取組みをなるべく安価（注37）でサポー

トするサービス「通禁オフィス」を独自開発

した（図表24）。この「通禁オフィス」は、

働き方改革を実現するための10の法則（注38）を

経営者目線（注39）でシステム化したサービスで

ある。“情報をいかに連携させるか”という

課題を解消したもので、上司への「報告・連

絡・相談」をタイムリーかつ容易にするとと

もに、社員全員の“仕事の見える化”、“成果

の見える化”を実現している。アクセス権を

徹底することで、強固なセキュリティも実現

している。災害が発生した場合でも、テレ

ワークの実行により事業をいち早く再開、継

続できることから、BCP対策としても活用

できる。今後は、必要に応じてAI（人工知

能）エンジンの活用も検討しながら、「働き

図表23　株式会社ダイナックスの概要

同社の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
社 員 数
事 業 内 容

株式会社ダイナックス	
佐藤	潤	
東京都渋谷区	
1977年10月	
12名	
ITサービス業	

（備考）1	．写真（左）は佐藤潤代表取締役社長、写真（右）
は佐藤正人代表取締役会長
2	．写真は同社提供

（注）37	．導入費用は、初期費用300,000円で、1ユーザーあたり3,000円／月。
38	．①関係者間で互いの動きが容易に把握できること、②日々の報告で成果と生産性が見えること、③進捗と問題点をタイム
リーに把握できること、④繰り返し作業や探し事の効率を高めること、⑤情報の見落としを最小限にできること、⑥情報の
共有とそのアクセス権が徹底できること、⑦ルールが必ず守られる仕組みとすること、⑧誰にでも容易に使えること、⑨仕
事情報の流出漏えいを高いレベルで防止できること、⑩仕事で使われた時間のすべてが見えること。

39	．「売上は低下しないか」、「情報の安全は担保できるのか」という経営者に配慮したシステム設計としている。
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方改革」に取り組む中小企業を主な対象に

「通禁オフィス」をPRしていきたいという。

　また、同社では、2016年から、自社で「通禁

オフィス」を活用し、東京本社や札幌支社に

いる開発担当の正社員および名古屋や九州、

ベトナムの契約社員がテレワーク勤務を実践

している（注40）。“地方での仕事起こし”の観点

からは、新たに宮城県内にサテライトオフィ

スを置く準備を進めている。こうした「通禁

オフィス」を活用した取組みの結果、同社は、

2019年1月9日に、東京都から「TOKYO働き

方改革宣言企業」に承認された（図表25）。

現在、自社のほか2社（建設業、ビルメンテ

ナンス業）が「通禁オフィス」のモニター企

業として活用している。同業他社をはじめと

する中小企業にPRしていくにあたり、“テレ

図表25　同社の「TOKYO働き方改革宣言」

29G1157

働く時間と場所の選択を可能とする働き方で、高い生
産性と人材の広い活用を実現すべく全社で取り組む。

平成30年1月9日

株式会社ダイナックス

時間外労働一人当たり月平均２０時間以内、テレワー
ク勤務割合５０％以上を目指す。

家庭又は個人生活あっての職場環境風土を作り、年次
有給休暇の取得率７０％以上を目指す。

・テレワーク勤務規程を新たに導入する。
・残業の事前承認制度に承認経路を設けてその必要性を 
 検討して承認する。
・朝５時から夜７時までのフレックス勤務を導入する。
・１日４時間週３日の短時間勤務制度を導入する。
・日々の報告を容易にすると同時に仕事の達成率と生産　
 性の見える化を図る。

・時間単位の有給休暇取得制度を導入する。
・育児や介護やボランティア休暇制度を導入する。
・年次有給休暇の取得計画を毎年登録させ計画の１か月前  
 にアラート表示。
・特別休暇制度の中で様々な事情を反映した連続休暇等に  
 対応。

目 標
働き方の改善

休み方の改善

取 組 内 容
働き方の改善

休み方の改善

（備考）同社ホームページより引用

（注）40	．同社の勤務規定は、①テレワーク勤務（通勤しない勤務）を前提、②午前5時〜午後5時までのフレックス勤務、③1時間
単位の有給休暇、④1日3時間・週4日勤務からの正社員、としている。

図表24　「通禁オフィス」で実現できること

（備考）同社ホームページより引用
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ワーク勤務により地元にいながら働ける”と

いう実績を数多く積み上げていきたいとい

う。佐藤会長は、こうした事例を積み上げ、

全国各地で「通禁オフィス」を紹介するセミ

ナー等を開催しながら知名度を上げていきた

いと意気込む。

5	．中小企業が「働き方改革」によっ
て生産性向上を実現するためには

　2018年12月28日に公表された「労働施策

基本方針（注41）」では、働き方改革の必要性に

ついて、「誰もが生きがいを持ってその能力

を最大限発揮することができる社会を創るた

めには、働く人の視点に立ち我が国の労働制

度の改革を行い、企業文化や風土を変え、働

く一人一人が、より良い将来の展望を持ち得

るようにすることが必要である。」としてい

る。多様な事情を持つ「働く人」に着目して

いる以上、「働き方改革」に正解はなく、

100社あれば100通りの課題解決方法がある

といえよう。逆に、経営陣がいくら旗振りし

ても社員が納得しなければ失敗するとも言い

換えられよう。なお、とりわけ人手不足感の

強い中小企業に対して、政府は、「働き方改

革による魅力ある職場づくりが重要であるこ

とを踏まえ、中小企業等における働き方改革

に向けた取組を推進する。」としている。

　本稿で取り上げた事例を一覧すると、

図表26のとおりとなる。とりわけ、三承工

業（株）（岐阜県岐阜市）は、社長自らが自身

の行動や考え方を改めながら抜本的な風土改

革に取り組むことで、社内はもちろんのこと

対外的にも高い評価を得ることに成功してい

る。信幸プロテック（株）（岩手県紫波郡矢巾

町）は、もともと社風が良好であったところ

に「情報共有」と「業務効率化」の仕組みを

導入することで、対外的な高い評価につなげ

ている。この両社に共通していることとし

て、すべての前提に、経営陣を含む社員全員

で“承認”し合っていること、すなわち社員

全員がそれぞれ尊重し合っていることが挙げ

られる。これがトリガーとなり、企業自体の

成長につながる好循環を生み出しているとい

えよう。そのほか、（株）下久保建材店（青森

県三沢市）、田中車輌（株）（青森県十和田市）

あるいは（株）NENGO（神奈川県川崎市）は、

社員の視点に立った各種制度の充実を通じ

て、社員の働きやすさの実現に向けて邁進し

ている。信幸プロテック（株）や（株）ダイナッ

クス（東京都渋谷区）の事例にあったよう

に、業種や職種に応じて適宜、ITを活用し

ていくことも「働き方改革」を推進する上で

重要だといえる。

　本稿を総括すると、一般的に人気が低迷し

ているといわれる建設業であっても、「働き

方改革」をポジティブに捉えて実践すること

で、業績の改善を達成できるとともに、社員

のモチベーションアップや定着率の向上、採

用しやすくなった等の成果が出ているといえ

よう。

（注）41	．本方針は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進
法）」に基づき策定された。



40	 信金中金月報　2019.5・6月合併号

6	．おわりに　−中小企業の「人材活
用」シリーズを通して−

　2018年度中にわたり、主題テーマである

「中小企業の『人材活用』」を、本稿を含めて

4本に分けてシリーズ化してきた。ここで

は、シリーズ全体を総まとめしたい。

　「シニア」の活躍では、とりわけ中小企業

で不足する「中核人材」の社外からの確保に

おいて、常日頃から情報のアンテナを高く張

るとともに、自社の魅力を第三者的に発信し

ていくことの重要性を指摘した。併せて、シ

ニア社員が定着しなかった理由として、勤務

体系が合わない、あるいはモチベーションが

保てなかった等を挙げた。「女性」の活躍で

は、女性を含む社員全員が働きやすさを享受

して職場環境に満足することが生産性向上に

つながることを指摘した。さらに、「外国

人」の活躍では、試行錯誤をしながらも外国

人人材を雇用することで、人手不足への対応

という意味合いを超えた新たな価値（「新事

業展開」、「取引先開拓」、「同業種との差異

化」）が生み出され、ひいては「働き方改革」

につながっていくと指摘した。そして本稿で

は、「働き方改革」をポジティブに捉えて実

践することが、業績の改善を達成することに

図表26　事例企業における「働き方改革」への取組み
企業名 三承工業（株） （株）下久保建材店 信幸プロテック（株） 田中車輌（株） （株）NENGO （株）ダイナックス

業種 総合建設業 建設資材販売業 空調設備業
建設・運搬・整備・

収集業
建設・不動産業 ITサービス業

本社所在地 岐阜県岐阜市 青森県三沢市 岩手県紫波郡矢巾町 青森県十和田市 神奈川県川崎市 東京都渋谷区

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
主
な
内
容

残業時間の
削減

○ ○ ○ ○

有給休暇取
得の促進

○ ○ ○ ○ ○

処遇・待遇
の見直し

○

テレワーク ○ ○ ○

副業・兼業 ○

女性・高齢
者・外国人等
の活躍推進

○

育児・介護・
治療と仕事
の両立支援

○ ○ ○

その他特長
ある取組み

・風土改革
・SDGsの推進
・情報共有

・仕事の可視化
・手当制度の充実
・健康経営の推進

・情報共有（朝メー
ル・夜メール、カエ
ル会議等）

・業務効率化（IT化）
・オープンマインド
・ライフビジョンシート
・スキルアップ勉強会

・健康経営の推進
・社員の支援制度
（ファミリープロ
グラム）拡充

・仕事・成果の可
視化

・融通のきく勤務
体系

主な成果

・社員のモチベー
ションアップ

・ 建 設 業 者 初 の
「ジャパンSDGs
アワード」受賞

・行政との関係強化

・社員の定着率向上
・「健康経営優良法
人2018」認定

・社員のモチベー
ションアップ

・社員の定着率向上
・「働き方改革を推
進する社内プロ
ジェクト実践モデ
ル企業」（岩手県）

・社員の生活安定
・社員の定着率向上
・「健康経営優良法
人2018」認定

・社員のモチベー
ションアップ
・採用の容易化

・「TOKYO働き方
改革宣言企業」

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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つながることを示した。すなわち、中小企業

が自社の魅力を磨き、試行錯誤をしながらも

社員の働きやすさ等を追求することで新たな

価値を生み出すことができれば、業績に好循

環を生むことへの期待が高まるといえる。

　これらを総合的かつ視覚的に解釈すると、

図表27のとおり示せよう。「人手不足」によ

り“（木の）幹”が徐々に細くなっていくな

か、「シニア・女性・外国人」を採用するこ

とで、細る“幹”を太くしていくことが求め

られる。この“幹”を太くするためには、経

営者がビジョンを明示し、「風土改革」や

「情報共有」等に取り組み社員の多様性に対

応することで“土壌”をしっかりさせなけれ

ばならない。その“土壌”を豊かにするため

に、「仕事の“見える化”」や「テレワーク」

等の仕組みや制度といった“水”をしっかり

与え、コンサルタントや補助金等の“肥料”

を適宜、“土壌”に与えることが必要になろ

う。“水”と“肥料”をしっかり与えて豊か

な“土壌”を作ることで、社員が経営を“自

分事（当事者）”として捉えるようになれ

ば、「残業時間の削減」や「有給休暇取得率

の向上」等はもちろんのこと、「社員のモチ

ベーションアップ」や「社員の定着率の向

上」等といった“果実”を次々と殖やしてい

くことができるだろう。

　中小企業専門金融機関といえる信用金庫は

“太陽”のような役割、すなわち、中小企業

の事業全体を俯瞰しながら必要に応じて手を

差し伸べたり寄り添ったりすることで、今後

とも、中小企業にとって不可欠かつ常に頼ら

れる存在としての役割を果たしていくことが

求められるのではなかろうか。

図表27　「人材活用」による中小企業の生産性向上

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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（キーワード）　�事業承継、第三者承継、M＆Aプラットフォーム、小規模事業者、信用金庫

（視　点）
　わが国の経済・社会において重要な役割を果たす中小企業経営者の高齢化が問題となるなか
で、中小企業が長年にわたって蓄積してきた有形、無形の経営資源の引継ぎの重要性から、官
民挙げての事業承継支援が活発化している。従来は、中小企業の事業承継においては、息子や
娘あるいは配偶者などの親族や、その経営を熟知した親族以外の役員・従業員を承継先として
選択することが多かった。しかし、近年では後継者確保の困難性等を鑑み、承継先を第三者と
する中小企業（M＆A）が増加し、M＆Aへのイメージが変化しているとともに、M＆Aを支援
する仲介サービスや、インターネット上でのマッチングへと導くためのM＆Aプラットフォーム
も多様化している。
　本稿では、特に中小企業の第三者承継のためのツールとして近年注目を浴びているM＆Aプ
ラットフォームの位置づけとその活用事例などを紹介する。

（要　旨）
⃝�中小企業経営者の高齢化が進むなか、後継者不在などの理由により休廃業・解散を余儀な
くされている経営者の数が高水準で推移している。そのため、官民を挙げて中小企業の事
業承継を支援する動きは、いまや大きな潮流となっている。

⃝�中小企業の事業承継において第三者への事業譲渡（M＆A）が選択肢の一つとして定着して
いく流れの中で、近年、M＆Aプラットフォームと呼ばれる、主としてインターネット上で
売り手企業と買い手企業をマッチングさせるサービスが急速に注目を集めている。

⃝�M＆Aプラットフォームは、まだまだ万能ツールとはいえない面もあるものの、とりわけ小
規模な事業者にとっては少ないコスト負担で広く買い手を探すことができる可能性を秘め
たものである。小規模事業者との取引が多い信用金庫においても、これを有効に活用する
ことができれば、支援ツールのひとつとして活用の余地が広がっていく可能性もある。

⃝�一方、事業意欲旺盛な個人（起業家）が「ゼロから事業をスタートするよりも有利」とい
う観点から、買い手としてM＆Aプラットフォームを活用するケースも出てきている。中小
企業の事業承継問題を経済社会の“新陳代謝”へつなげていく可能性を秘めた新たな動き
として今後の動向が注目される。

調 査

急速に注目を集めるM＆Aプラットフォーム
－支援ツールのひとつとしての活用の可能性を探る－

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

桑田　仰

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

鉢嶺　実
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はじめに

　わが国の経済・社会において重要な役割を

果たす中小企業経営者の高齢化が問題となる

なかで、中小企業が長年にわたって蓄積して

きた有形、無形の経営資源の引継ぎの重要性

から、官民上げての事業承継支援が活発化し

ている。なお、従来より、中小企業の事業承

継においては、息子や娘あるいは配偶者など

の親族や、その経営を熟知した親族以外の役

員・従業員を承継先として選択することが多

かった。しかし、近年では後継者確保の困難

性等を鑑み、承継先を第三者とする中小企業

（M＆A）が増加し、M＆Aへのイメージが変

化しているとともに、M＆Aを支援する仲介

サービスや、インターネット上でのマッチン

グへと導くためのM＆Aプラットフォームも

多様化している。

　本稿では、特に中小企業の第三者承継のた

めのツールとして近年注目を浴びているM＆

Aプラットフォームの位置づけとその活用事

例などを紹介する。

1	．後継者不在などを背景に高水準が
続く中小企業の休廃業・解散

　近年、中小企業・小規模事業者の倒産件数

が減少基調をたどる一方で、経営者の高齢化

と後継者不在などにより、休廃業・解散を余

儀なくされる経営者の数が高水準で推移して

いることが問題視されている（図表1）。

　日本政策金融公庫総合研究所が2016年2月

に公表した調査によると、廃業・解散理由と

して「当初から自分の代かぎりでやめようと

考えていた」、「事業に将来性がない」といっ

た理由に次いで、後継者確保の困難を訴える

経営者の割合が高くなっている。具体的に

は、「子どもに継ぐ意思がない」、「子どもが

いない」、「適当な後継者が見つからない」と

図表1　休廃業・解散、倒産件数の推移
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（備考�）中小企業庁『中小企業白書（2018年版）』に引用された。（株）東京商工リサーチ「2017年「休廃業・解散企業」動向
調査」をもとに信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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いう回答が合わせて全体の約3割近くにも及

んでいる（図表2）。　　

　この背景には、少子高齢化といった構造問

題に加えて、経営者の息子・娘の職業選択を

尊重する考え、事業の将来展望に対する不安

の増大等、息子・娘への事業承継に対する考

え方自体に変化があるものと考えられる。

　廃業・解散に至る中小企業の中には黒字企

業も多く含まれているとみられることから、

国内の地域経済、雇用の維持の観点からも危

機感が募っており、国レベルでも事業承継税

制の拡充をはじめとした様々な支援策が強化

されている。

　こうしたなかで、2016年12月には、事業

承継の円滑化を目的とした中小企業庁の『事

業承継ガイドライン』がおよそ10年ぶりに

改訂された。このガイドラインの中では、事

業承継の承継先として、①親族内承継、②役

員・従業員承継、③第三者への承継（M＆A

等）とに区分し、それぞれの特徴や留意点が

示されている。特に、近年では後継者確保の

困難化、民間のM＆A等仲介業者の増加、全

国の事業引継ぎ支援センターの設置等の影響

を受け、③第三者への承継（M＆A等）が増

加傾向にあり、中小企業の事業承継手段のひ

とつとして定着しつつある。（注1）

2	．急速に注目を集めるM＆Aプラッ
トフォーム

　中小企業が経営資源の引き継ぎを遂行する

上で、後継者のいない経営者においては特に

第三者への承継（M＆A）が事業継続の活路

となる。一般に、M＆Aの実施時の流れは、

①仲介者・アドバイザーの選定やM＆Aの相

手企業を探す行程である「マッチング時」、

②基本合意やデューデリジェンスを行う「交

渉時」、③最終的な成約へ向けて細部を詰め

ていく「統合時」と区分けすることができ

る。なかでも、企業の経営者が事業承継への

危機感を持ち、いかに早期から「マッチング

時」まで進行できるかが重要なカギとなる。

　ちなみに、『中小企業白書（2018年版）』

によれば、①の行程でM＆Aを行う際の相手

企業の探し方として、「金融機関に探索を依

頼する」に次いで、「自社で独自に探索す

る」という回答割合が高い（図表3）。実際

に、近年の信用金庫や地方銀行における事業

譲渡の相談件数はここ数年で顕著に増加傾向

（注）1�．詳細は拙稿「長寿企業の“継続力”を考える」（信金中金月報2017年1月号）を参照

図表2　中小企業の廃業・解散理由
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にある。しかし、事業譲渡を検討しようと考

える中小企業においては、当初の段階でまず

自社で独自に探索を試みるというようなケー

スも少なくない。

　しかし、その一方で、中小企業経営者（売

り手）の視点においては、買い手を探索する

にしても繁忙な日常業務とは全く別次元の動

きが求められることや、そもそもM＆Aに関

する知識や経験が少ないことなどから、どう

しても進捗が滞ることもある。

　こうしたことを背景に、M＆Aを専門とす

る仲介業者の活躍余地は近年一段と広がって

いると考えられる。しかし、M＆Aの仲介業

者への依頼は、専門家による精査や、買収監

査（デューデリジェンス）による財務内容の

総点検などが求められるなど相応に精度が高

い。また、秘密保持も含めれば安全性面が高

いというメリットがある反面、成約までに要

する期間が長く、費用も高額になりやすいと

いった特徴（デメリット）もある。

　そのため、M＆A仲介業者にとっては、中

小企業の中でも比較的規模の大きい企業を対

象とせざるを得ないのが実情となっている。

仮に、小規模事業者を年商3億円未満と定義

すると、その事業所数は約325万社にも及ぶ

ものと推計されるが（図表4）、これは、M＆

A仲介業者だけでさばき切れる件数を超越し

ているだけでなく、各都道府県に設置されて

いる事業引継ぎ支援センターや、地域金融機

関などを総動員してもカバーしきれない膨大

な数といえよう。

　こうしたなかで、近年では、M＆Aプラッ

トフォームと呼ばれる、主としてインター

ネット上で売り手企業と買い手企業とをマッ

チングするサービスが注目を集めている。

　M＆Aプラットフォームの仕組みは、各社

図表3　後継者の有無別に見た、売り手としてのM＆Aを行う際の相手先の探し方

（備考�）『中小企業白書2018』に引用された。三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）「成長に向けた企業間連携等に関す
る調査」（2017年11月）をもとに信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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さまざまではあるが（図表5）、基本的な仕

組みとしては、売り手側の事業者が匿名で

ネット上に事業譲渡（売却）希望にかかる条

件を掲載（登録）し、買い手側（事業者、個

人問わず）はその掲載された内容を見たうえ

で、交渉を進めることでマッチングが行われ

るというスタイルが多い。双方ともにイン

ターネット上で交渉相手を探すため、短い期

間でマッチングまで至るケースも少なくな

い。また、手数料については、買い手企業が

譲渡価額の一定割合を最終的に運営会社へ支

払うというスタイルが多いが、これは逆にい

えば、売り手にとっては少ないコスト負担で

買い手を探すことができるということであ

り、事業譲渡を検討する小規模事業者にとっ

ては、格段に“ハードルが下がっている状

態”にあるということもできよう。

　後継者不在に悩む小規模事業者にとって、

M＆Aプラットフォームの登場は万能なツー

ルとはいえないまでも、新たな“選択肢”を

図表4　M＆A規模別マーケット、マッチングの担い手（イメージ図）

年商3億円超企業

年商3億円以下企業

大企業
（約1万社）

中規模企業
（約56万社）

小規模企業
（約325万社）

・公的機関
・M&Aプラットフォーム
・地域金融機関　等

・M&A仲介会社
・大手金融機関　等

主な
マッチングの担い手

国内
規模別企業数

（備考）各種資料をもとに信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

図表5　代表的なM＆Aプラットフォーム　
サービス名 トランビ バトンズ ビズリーチ・サクシード ビズマ

運営会社 株式会社トランビ アンドビズ株式会社 株式会社ビズリーチ 株式会社ビジネス
マーケット

本社所在地� 東京都港区新橋 東京都千代田区丸の内 東京都渋谷区渋谷 東京都港区新橋

設立
（各社HP参照）

2011年4月に長野市の
建設業者（アスク工業
（株））の一事業として
スタート。その後、事
業分社化や社名変更
（2018年4月）を経て、現
在は「トランビ」の名称
でM&Aマッチングサー
ビスを継続中。

2013年1月に（株）日本M�
&Aセンターが中規模事
業者向けのM&Aマッチ
ングサイトとしてサー
ビス開始。その後、2018
年にアンドビズ（株）と
して子会社設立（4月）、
同年10月には「バトン
ズ」へブランド変更し
てサービスを継続中。

転職サイト運営などイ
ンターネットを活用し
た各種サービス事業を
手がける（株）ビズリー
チ（渋谷区）によって、
2017年11月よりサービ
ス開始。

（株）日本政策投資銀行
などが2005年に設立し
た投資運用会社:（株）
マーキュリアインベス
トメントの子会社であ
る（株）ビジネスマー
ケット（2016年11月設
立）が、2018年3月にβ
版（試行版）としてサー
ビス開始。

（備考）各社ホームページなどをもとに信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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提供するものであることは間違いないといえ

そうだ。

　さらに、買い手企業にとっても、この

“ハードルが下がっている状態”は、①戦略

的なM＆Aによる事業拡大のチャンスを広げ

るものであることに加え、②案件の“小型

化”によって「買い手としての個人（起業

家）」が名乗りをあげるツールとしても、大

きな可能性を秘めたものであると思われる。

実際に、新規創業を考える個人（＝起業家）

が「ゼロから事業を立ち上げるよりは有利」

という発想からM＆Aプラットフォームを

「買い手」の側から活用する動きも着実に増

加しているといわれている。

　各方面から新たな潮流を引き起こす可能性

を秘めたM＆Aプラットフォームの今後の動

向が注目されよう。

3．M＆Aプラットフォームの活用事例

　以下では、M＆Aプラットフォームのひと

つである「トランビ」の活用に取り組んでい

る事例として、①「トランビ」を通じて事業

の一部譲渡を実現した東京のIT企業のケー

ス、②「トランビ」の活用へ向けて動き始め

ている長野県の信用金庫のケース、の2件を

紹介する。

（1	）「トランビ」を通じて事業の一部譲渡を

実現…（株）INJUS

　（株）INJUS（東京都港区六本木）は、現社

長の鹿
か

山
やま

瞬氏（34）（図表6）が2013年に設

立した、スマートフォン（スマホ）アプリの

開発を中心に手がけるソフトウエア開発企業

である。鹿山社長は、もともと建設関連業務

をはじめさまざまな業種へ幅広く従事してい

たが、2000年代半ば以降のスマホの普及・

発展に将来性を見出し、「そこに何らかの付

加価値を提供していくため」に本格的にプロ

グラミングを学んでいったことが、事業パー

トナーとの出会いという形で同社設立のきっ

かけとなった。現在では、多様なスマホアプ

リの受託開発を手がける一方で、自社開発の

ソフトウエアとして、建設工事の請負企業と

各工程に適した職人とをリアルタイムでマッ

チングできるプラットフォームである「ケン

図表6　（株）INJUSの鹿山瞬社長

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所撮影

図表7	　同社の主力事業「ケンカツ」のWEB
サイト

（備考）同社提供
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カツ」（図表7）を擁し、これが現在の同社

の主力事業となっている。

　こうしたなかで、同社ではプログラミング

の技術力をさらに向上させるため、対話アプ

リ大手の「LINE」が2017年に開催したスマ

ホアプリ開発にかかるコンテスト「LINE�

BOOT�AWARDS」にチャレンジすることを

決断、LINE内のメッセージを多国籍の言語

に同時通訳できるチャットボット（チャット

翻訳ツール）「Translater」を開発し、これが

多くの候補作品のなかからパートナー賞を受

賞するなど、高い評価を得るに至っていた。

　しかし、今後の事業の方向性について鹿山

社長と事業パートナーとであらためて検討を

重ねた結果、限られた経営資源を「ケンカ

ツ」に集約していくべきではないかという結

論に至り、「Translater」は第三者へ事業譲

渡する方向で検討することになった。こうし

たタイミングで、取引金融機関のひとつであ

る西武信用金庫（本店：東京都中野区）よ

り、譲渡先を探す手段としてM＆Aプラット

フォーム「トランビ」を活用してみてはどう

かとの提案を受け、鹿山社長はこれに対応し

ていくことを即断した。

　鹿山社長は、当初、「はたして買い手は現

れるのだろうか」という不安も抱いていた

が、譲渡希望登録直後から「Translater」を

譲り受けたいという企業が10社以上も現れ、

その不安はすぐに払拭されていった。最終的

には、直ちにトップ面談まで展開した語学留

学・多言語翻訳を手がける企業（千葉県）の

社長の熱意とスピード感が決め手となり、わ

ずか1週間のうちに事業譲渡について基本合

意することができた。

　同社では、事業譲渡で得た資金を主力の建

設業向けプラットフォーム「ケンカツ」の開

発等へ投下していく計画を2018年12月に

ニュースリリースするなど、社会へ向けた情

報発信にも積極的に取り組んでいる。「建設

業を一番イケてる現場に」をコンセプトに掲

げる同社の今後の展開が注目されよう。

（2	）小規模事業者の譲渡希望案件を中心に

「トランビ」を活用…諏訪信用金庫

　諏訪信用金庫（本店：長野県岡谷市）�

（図表8）では、取引先の事業承継支援に取り

組むなかで、とりわけ特有の困難性を有する

小規模事業者の事業承継支援という局面で、

第三者への事業譲渡（M＆A）を検討するにし

ても仲介業者等に対して高額な手数料を支払

うことが難しいといった現実に直面していた。

　こうしたなかで、2018年3月、地元金融機

関等との会合の中でM＆Aプラットフォーム

「トランビ」の存在を知るに及び、割安な手

図表8　諏訪信用金庫　外観

（備考）信金中央金庫�地域・中小企業研究所撮影



50� 信金中金月報　2019.5・6月合併号

数料（とりわけ売り手の手数料は無料）、イ

ンターネットを活用したマッチング力、必要

に応じて専門家サポートも活用可能（別途費

用は発生）などのメリットに鑑み、より踏み

込んだ活用が可能となる「トランビ」との業

務提携に踏み切った。

　同信用金庫では、これまでに10件の取引

先中小企業を「トランビ」へのユーザー登録

（うち、事業譲渡希望の登録は5件）へ導い

てきた。実際に事業譲渡希望1案件あたり平

均で10件程度の「買い手」が現れてくる現

状に、担当者は「『ニーズはマーケットが判

断する』との言葉どおり、当初想定していた

以上にサイトを見ている人はいるものだ」。

という状況を実感している。

　なお、「トランビ」では本来、事業主本人

が自ら譲渡希望の登録を行うこともできる仕

組みではあるが、事業主の中にはPC操作を

不得手としている人も少なくないことや、

「買い手」との直接交渉に戸惑うといった現

実もあることから、実際の登録や交渉という

局面では同信用金庫におけるフォローが必要

になっていくというケースも多く、今後の運

営面での課題となっている。

　事業承継の支援に注力している同信用金庫

では、今後も信金キャピタルなどのM＆A仲

介業者や「長野県事業引継ぎ支援センター」

との連携にも注力しながら、必要に応じて小

規模事業者の譲渡希望案件を中心に「トラン

ビ」などのM＆Aプラットフォームを適宜活

用していく意向である。

おわりに

　中小企業や小規模事業者が事業承継を考え

るうえで、後継者不在は事業の継続をも左右

する深刻な経営課題であり、第三者への承継

（M＆A）の重要性は増している。こうした

なかで、「売り手」側からも「買い手」側か

らも手軽、かつ安価で相手を探索することの

できるM＆Aプラットフォームは、今後も重

要な役割を果たしていくものと予想される。

また、小規模事業者と取引の多い信用金庫に

とっても、後継者難で悩む地域の小規模事業

者に対しての支援ツールのひとつとして当該

プラットフォームを有効に活用することがで

きれば、取引先企業の事業継続の可能性を一

段と広げることにもつながろう。

　実際に信用金庫が取引先中小企業のために

M＆Aプラットフォームを活用した事例で

は、想定以上に買い手が現れたとの声は多

かった。また、売り手側の企業においても、

自らの事業の価値を十分に認識できていなく

ても、第三者から見れば十分に魅力的に映る

場合もあることが判明した。ただし、第三者

承継にあたっては、事業そのものに本当の価

値がなければ、最終的に折り合わない可能性

は高い。事業譲渡を検討するうえでの大前提

として、事業そのものの継続的な“磨き上

げ”が必要であることにはあらためて留意し

ておく必要があろう。

　また、M＆Aプラットフォームは一見する

と便利なツールではあるが、万能なツールで

はないことにも留意しておく必要がある。本
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稿で紹介した事業譲渡事例は無形固定資産の

譲渡（事業の一部譲渡）であったが、中小企

業のM＆Aでは、事業に必要な固定資産や従

業員の移動を伴う場合や、その他にも表面的

にはわかりづらい事象が隠されていることも

多い。M＆Aにかかわる双方が不慣れな場

合、交渉時においていずれかが想定外の不利

益を被る可能性もある。そういった観点から

は、M＆A実施時は事業者同士で完結させる

ことに固執せず、適宜のタイミングで必要に

応じて各方面の専門家や信用金庫のなどの第

三者への相談を行うこともリスク回避のうえ

では大切だと考えられる。

　こうしたなかで、リレーションシップバン

キングを実践する信用金庫は、日常的に取引

先中小企業と接していることから、経営上の

課題を把握していることも多い。事業承継に

対する課題解決をすべて信用金庫だけで完結

させることは困難だとしても、ネットワーク

の力で解決力のある専門家等を紹介すること

は可能であり、今後そのコーディネータ的な

役割はさらに重要なものとなっていくと考え

られる。

　一方、本文中でも一部触れたとおり、M＆

Aプラットフォームは“買い手としての個人

（起業家）”にも新たな可能性を拓くものと考

えられる。起業を目指す事業意欲旺盛な層に

とっては、ゼロから事業をスタートとするよ

りも、既存事業者の持つ事業基盤を有効に活

用した方がはるかに有利に“起業”できる可

能性が広がる。中小企業・小規模事業者の事

業承継の局面で第三者承継が増加していく流

れのなかで、買い手側が起業や戦略的なM＆

A（買収）を目的として事業を引き継ぐような

ケースは今後も増えていくものと予想される。

　中小企業・小規模事業者の事業承継を“新

陳代謝”へつなげていく可能性をも秘めたM

＆Aプラットフォームの動向は今後ますます

注目されていくことになりそうだ。

〈参考文献〉
・飯塚仁康（（株）日本M＆Aセンター）（2018年8月）『しんきんファミリーにおける事業承継・M＆A事例集』（一社）金
融財政事情研究会

・高橋　聡（（株）トランビ　代表取締役）（2018年7月）『会社は、廃業せずに売りなさい』株式会社実業之日本社

・中小企業庁『事業承継ガイドライン』（2016年12月5日）

・中小企業庁『中小企業白書』（各年版）

・荒木田友則、鉢嶺　実「企業存続の命運を握る“事業承継”のあり方とは－すべての人が笑顔で事業承継を迎えるた
めに－」信金中央金庫�地域・中小企業研究所　信金中金月報2018年3月号

・長田友孝、鉢嶺　実「信用金庫による事業承継支援の在り方とは－中小企業の“身近な存在”として期待に応えてい
くために」信金中央金庫�地域・中小企業研究所　信金中金月報2019年2月号

・鉢嶺　実「長寿企業の“継続力”を考える－円滑な事業承継へ向けてのキーワードは“事業価値”」信金中央金庫�地
域・中小企業研究所　信金中金月報2017年1月号
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（キーワード）　�経営支援、労働力の確保、産学官民の連携、地域コミュニティの形成

（視　点）
　飲食業は、社会構造や消費者の食生活のあり方で需要が大きく変化する業種である。飲食店
の出店は規制が緩く、初期投資が比較的少ないなど、新規参入の敷居が低い。しかし、開店し
てから早々に閉店する飲食店も少なくない。大手フランチャイズチェーン店などによる低価格
競争は激化し、中小企業・小規模事業者の飲食業は、生き残りをかけた戦略を模索している。
　そこで本稿では、飲食業市場の動向を分析するとともに、飲食業への経営支援に積極的な信
用金庫の事例と堅調に業績を伸ばしている飲食業の事例を紹介する。そのうえで産学官民が連
携した地域におけるコミュニティ形成の必要性について考察してみた。

（要　旨）
⃝	飲食業の市場規模は、2017年で25兆6,561億円であり、2011年の22兆8,282億円以降増加
傾向にある。飲食業は、社会構造や消費者の食生活のあり方で需要が大きく変化する業種
である。少子高齢化の影響もあり、長期的にみると国内の飲食業は縮小することが予想さ
れる。

⃝	飲食業は、他業種と比べると労働時間が長く賃金は低い。高校卒業者および大学卒業者の
卒業3年以内の離職率をみると、2015年3月の卒業生は、金融・保険業の21.9％に対して、
飲食業は57.0％と高くなっている。労働環境が厳しいことなどから、従業員の定着率が低
いと考えられる。

⃝	2018年9月末の信用金庫の飲食業向け貸出金残高は、8,808億円となった。2007年度末の	
1兆304億円からは減少傾向にあったが、2015年度末の8,414億円以降は増加に転じている。

⃝	2017年度末の飲食店営業施設数は、142万軒となった。2003年度末の152万6千軒をピー
クに減少傾向にある。最近15年間では、約10万6千軒の飲食店営業施設が減少したことに
なる。

⃝	飲食業への支援は、産学官民が連携のうえ地域におけるコミュニティを形成することがあ
る。本稿では、桐生信用金庫、湘南信用金庫、新宮信用金庫の事例を紹介する。さらに、
人材雇用・育成に積極的な飲食業の経営事例を取り上げる。

調 査

信用金庫における飲食業への支援方法
−地域コミュニティの強化−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所研究員

仲野　修造
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はじめに

　消費者のニーズが多様化していることか

ら、街には多種多様な料理を提供する飲食業

が数多くあり、テイクアウトやデリバリーな

ど提供方法も様々である。飲食業は、①人口

減少や核家族化、少子高齢化などの社会構造

の変化や、②消費者の食生活のあり方、など

によって需要が大きく変化する。また、東日

本大震災以降は食の安全性に関する意識が高

まるなど、経営が経済情勢に大きく影響され

やすい。近年の飲食業を取り巻く環境は、急

速に変化している。経営資源が限られる中小

企業・小規模事業者の飲食業は、経営の舵取

りが難しくなっている。

　そこで本稿では、飲食業への経営支援に取

り組んでいる信用金庫の事例を紹介しつつ、

産学官民が連携した地域におけるコミュニ

ティ形成の必要性について考察してみた。

1	．飲食業の動向

（1	）飲食業の現状

　わが国の飲食業は、1964年の東京オリン

ピック開催をきっかけに大きな市場を形成し

てきた。2017年の飲食業の市場規模は、前年

比0.8％増加の25兆6,561億円と、2011年の22

兆8,282億円以降は増加傾向にある（図表1）。

また、中食産業といわれる惣菜などの料理品

小売業の市場規模は、2000年の5兆6,593億

円から2017年には7兆7,040億円と増加傾向

にあり、今後はさらに外食と中食との競争の

激化が予想される。

　飲食業は、社会構造や消費者の食生活のあ

り方で需要が大きく変化する業種である。少

子高齢化の影響もあり、長期的にみると国内

の飲食業は縮小することが予想される。飲食

店の出店は規制が緩く、初期投資が比較的少

ないなど新規参入の敷居が低い。近年は、他

業種からの新規参入も相次ぎ、企業間の競争

は激化し、各社生き残りをかけた戦略を模索

している。市場縮小のなか、新規出店や店舗

改装、業態転換など様々な戦略を選択し、多

様化する消費者ニーズをいかに捉えるかが重

要である。

（2	）労働力の確保が課題

　飲食業は、調理や盛り付けなどの人手を要

する工程が多く、他業種と比べた場合、高い

労働集約性が特徴の一つとして挙げられる。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」による

と、飲食サービス業の2018年の月間給与は、

296千円となった（図表2）。飲食業は、他業

種と比べると一番低く、一番高い金融・保険
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推移
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中小企業研究所作成
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業は527千円となっている。月間就業時間で

は、飲食業が182.1時間と一番高く、金融・

保険業は、153.6時間と少なくなっている。

飲食業は、他業種と比べると労働時間が長く

賃金は低いといえる。

　また、労働環境が厳しいことから、従業員

の定着率が低いと考えられる。高校卒業者お

よび大学卒業者の卒業3年以内の離職率をみ

ると、2015年3月卒業生は、金融・保険業の

21.9％に対して、飲食業は57.0％と高くなっ

ている（図表3）。飲食業の離職率は、過去	

5年間をみても57％以上であり、他業種と比

べても高い。飲食業は、従業員の労働条件、

労働環境などの整備・改善が求められよう。

今後はさらなる少子高齢化の進展により、若

年層の人口が一層減少することから、若年層

の採用促進や職場定着率を高めることが喫緊

の課題となっている。

（3	）飲食業向け貸出の動向

　日本銀行の「貸出先別貸出金」によると、

信用金庫の2018年9月末の飲食業向け貸出金

残高は、8,808億円となった（図表4）。2007

年度末の1兆304億円からは減少傾向にあっ

たが、2015年度末の8,414億円以降は増加に

転じている。なお、銀行においても減少割合

は信用金庫より低いものの、ほぼ同様の推移

である。
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　2018年9月末の飲食業向け貸出先数は

73,008先と、2017年9月末（72,947先）と比

べて61先増加となった。2018年9月末の1先

あたり飲食業向け貸出金額は1,206万円であ

る（図表5）。企業向け貸出金額の平均が

3,999万円のため、飲食業向け貸出は1先あた

り貸出額が小さい傾向にある。過去10年間

における飲食業の1先あたりの貸出額は、

2007年度末の1,188万円から2017年度末の

1,196万円程度と大きな変化がない。

（4	）飲食店営業施設数の推移

　2017年度末の飲食店営業施設数は、142万

軒となった（図表6）。2003年度末の152万	

6千軒をピークに減少傾向にある。最近15年

間では、10万6千軒の飲食店営業施設が減少

している。飲食業は、参入障壁が低く容易に

開業できるものの、廃業件数が開業件数を上
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回っているため、営業施設数が減少している

といえる。

　廃業理由としては、競合店の存在による販

売不振が挙げられる。開業して1年目は、店

舗の清潔さや物珍しさに加えて宣伝効果によ

り一時的な売上は確保できるものの、固定客

を獲得しないと長く経営を続けていくことが

困難である。他店でなく、自店を選んでもら

うために、コンセプトや立地、サービス、商

品、価格などで付加価値のある飲食店にする

ことが求められている。

2	．信用金庫における飲食業への支援
策について

（1	）信用金庫に求められる役割

　飲食業経営者は、飲食店の勤務経験が豊富

で料理やフロアマネジメントができても、財

務面が脆弱なケースがある。また飲食店勤務

から独立して創業することが多いことから、

経営が安定軌道に乗るまでには、信用金庫に

よる財務面や販路拡大といった経営支援業務

が不可欠である。

　信用金庫の飲食業への支援施策は大きく、

①創業時の創業資金融資などの開業支援、	

②創業後の成長期や安定期などの企業に対す

る経営支援の2つに分かれる。企業が継続的

に成長するためには、常に市場需要を見極め

て、各企業のライフステージごとの課題を解

決していくことが重要になる。こうした多様

な課題を解決するため、地域密着型金融を強

みとする信用金庫には、産学官民が連携のう

えきめ細かいサポートを行うことで、地域活

性化を支援する役割が求められている。

（2	）信用金庫の取組事例

　本稿では、桐生信用金庫、湘南信用金庫、

新宮信用金庫の3金庫の飲食業支援に関する

取組事例を紹介する。これらの3金庫は、創

業期での支援や販路拡大といった創意工夫を

行っている。

ケース1　桐生信用金庫（図表7）

　群馬県桐生市に本店を置く桐生信用金庫

は、創立100周年に向けてのスローガンとし

て「ALL	FOR	SMILE～すべては笑顔のた

めに～」を掲げている。お客様、役職員、地

域のすべてを笑顔にできるようにとの願いが

込められている。

　同金庫は、2018年10月、中小企業のあら

ゆる経営課題の解決と、個人顧客のライフイ

ベントに応じる総合相談所として顧客相談に

特化した店舗「Kiricos（キリコス）桐生」

を開設した（図表8）。営業時間は午前9時か

ら午後7時で、年末年始を除く年間361日営

業している。他店舗より営業日・時間ともに

拡大し、平日の日中に来店が難しい顧客層に

図表7	　信用金庫概要
信 用 金 庫 名 桐生信用金庫

理 事 長 名 津久井	真澄

本 店 所 在 地 群馬県桐生市

創 立 1925年2月

預 金 残 高 5,058億円

貸 出 金 残 高 3,156億円

常勤役職員数 522人

（注）2018年9月末現在
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も対応している。相談内容が多岐にわたり専

門知識も必要であることから、よろず支援拠

点などの専門家（注1）と連携し、毎月各支援機

関の個別相談会を定期開催している。

　同金庫は、桐生市および桐生商工会議所と

連携して事業承継のアンケートを17年8月～

18年1月までの6か月間実施した。アンケー

トは群馬県内で10,929件実施し、その内

8,225件は同金庫が回収した。アンケートの

実施を通じて、経営者と話し、事業承継につ

いての経営者の考えや悩みを聞き取ることが

できた。アンケートの中にあった『どなたに

事業承継の相談をしますか』という項目で

は、税理士との回答が50％だったのに対し

金融機関は3％と少ない結果だった。今まで

通りの営業スタイルでは、事業承継について

相談されないことが分かり、Kiricosを作る

きっかけになったようである。

　ある取引先（釜飯屋）からのアンケートで

は『誰か良い後継者を探してほしい』と書い

てあった。そこで、3者連携（桐生市・桐生

商工会議所・桐生信用金庫）にて開催してい

る創業スクールに参加していた蕎麦打ち修行

中の30代男性を事業引継ぎ支援センターの

「後継者バンク」を通じて紹介した。半年程

で後継者として成長したため、当該男性が店

を譲り受けることになった。廃業を考えてい

る事業者と出会ったことで、創業に至った

ケースといえる。同金庫は、創業資金として

融資も行った。事業承継での創業であったこ

とから、創業するまでの手続きは複雑になる

が、①初期投資金額が少なく創業できる、	

②事業のノウハウや経営資源を引き継ぐこと

ができる、というメリットがある。

　今後の展開としては、「Kiricos桐生」のよ

うな相談特化型店舗を太田市と伊勢崎市にも

出店する意向だ。また群馬大学と提携し、理

工学部の学生が創業する際に相談金融機関と

して当金庫が窓口になることを検討してい

る。スタートアップ企業に対しても、財務知

識や資金調達面での支援を行う方針である。

ケース2　湘南信用金庫（図表9）

　神奈川県横須賀市に本店を置く湘南信用

金庫は、地域に根ざした金融機関として、

「つくろう	わが街	果たそう	役割」を永遠の

テーマとし、地域に寄り添うパートナーと

して地域発展に取り組むことを経営方針に

（注）	1	．群馬県よろず支援拠点の他に、群馬県事業引継ぎ支援センター、群馬県中小企業診断士協会、群馬県信用保証協会、日本
政策金融公庫、群馬県発明協会、群馬弁護士会、群馬県事業承継ネットワーク事務局等の専門家と連携している。

図表	8　Kiricos個別相談ブース内

（備考	）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影
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掲げている。

　同金庫は1989年に横須賀信用金庫と鎌倉

信用金庫が合併して誕生した経緯があり、鎌

倉市は重要な地盤の一つとなっている。本件

はその鎌倉にて築100年の古民家を再生・利

用したブライダルレストランの開業を支援

し、成功を収めた事例である。

　古都鎌倉には、鎌倉時代からの神社仏閣の

他、近代の歴史的建造物が多く残されてい

る。そのなかでも三大洋館と言われる「古我

邸（図表10）」は、明治に建設された格式の

ある西洋建築である。日本で最初のカーレー

サーと呼ばれる古我氏が所有していたことか

ら古我邸と呼ばれている。その後、富裕層の

別荘などで利用された後、ある老婦人の住居

となっていた。しかし、その老婦人は高齢で

建物の維持・管理を行うことが困難となり、

鎌倉市に土地建物を寄付する意向であった。

そこで鎌倉市は、自己所有ではなく、建物を

有効活用できる民間パートナーを探したとこ

ろ、ウエディング事業を営む（株）b.note

（ビーノート）が手を挙げ、最終的に2015年4

月にフレンチレストラン・結婚式場へ姿を変

え開業することになる。

　（株）b.noteの代表者である新井氏は、大学

卒業後にホテルやレジャー施設の建設・運営

を手掛ける大手企業に就職した。その後、結

婚式場の支配人を任せられたことをきっかけ

として、飲食・ブライダル事業に携わること

になった。20年近く勤めた会社を辞めて

2009年7月に（株）b.noteを設立し、鎌倉市由

比ガ浜に事務所を構えた。創業当初は、神奈

川県内のホテルなどでウエディングのプロ

デュース、インテリアディレクション業を

行っていた。以前から鎌倉市内でウエディン

グ事業を行いたいと考えており、古我邸の素

晴らしいロケーションと歴史を感じさせる洋

館に惚れ込み、『どうしてもこの場所で事業を

やりたい』と決意した。

　ところが、事業計画を作成し取引のある都

市銀行などの金融機関に相談したところ、借

入希望金額が大きく、どこに行っても断られ

たとのことだった。さらに、住宅地内にある

建物を飲食店として利用するために建物の用

途変更をする必要があるなど課題は山積みで

あった。

図表9	　信用金庫概要
信 用 金 庫 名 湘南信用金庫

理 事 長 名 石渡	卓

本 店 所 在 地 神奈川県横須賀市

創 立 1924年3月

預 金 残 高 1兆1,374億円

貸 出 金 残 高 6,729億円

常勤役職員数 739人

（注）2018年9月末現在

図表	10　古我邸

（備考	）湘南信用金庫提供
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　事業計画の作成および資金調達について

は、鎌倉商工会議所の経営相談員に相談し

た。商工会議所が仲介役となり、最終的に日

本政策金融公庫と湘南信用金庫に融資案件を

持ち込んだ。同金庫でも、やはり借入金額が

大きく毎月の返済金額が多額になることが課

題と考え、借入希望金額の内容と資金の調達

方法を精査し可能な限り減額して応需するこ

とにした。設備については、どうしても開業

するまでになくてはならない設備と、お客様

に不便・不快をかけない範囲で2期、3期に

分けても可能な工事との区分けをした。それ

以外には、取引業者となるブライダル関連業

者に出資を依頼した。造園業者に対しては、

テラスカフェの売上を一部インセンティブに

する代わりに庭の整備費等を大幅に値下げし

てもらうなど、初期投資コストを少なくする

ことを提案した。このようにして借入金額を

圧縮することで実現可能な事業計画となり、

同金庫と日本政策金融公庫との協調融資を実

行することができた。その後、口コミや

SNSだけでなくTV雑誌などで取り上げられ

るようになり、事業は無事に軌道に乗り今で

は鎌倉の新名所の一つとなっている。

　本件は、他金融機関が果たせなかった融資

が実現した事例である。信用金庫が、地域の

商工会議所および信用補完としての日本政策

金融公庫と情報共有を図るなどの連携が不可

欠だったといえる。同金庫と商工会議所は、

かねてより定期的に勉強会を開催し、常に情

報交換をするスキームができていた。商工会

議所は日本政策金融公庫とマル経融資（小規

模事業者経営改善資金）にて連携しており、

金庫も日本政策金融公庫とは創業に関する連

携協定を結んでいる。

　同金庫のHPには、「湘南しんきんお役立ち

リンク」として様々な出来事に合わせて頼り

になる地域の事業者を紹介できるように外部

とのリンクが数多く貼ってある。もちろん、

本件の「古我邸」もリンクされている。地域

との絆を深め顧客とともに発展していくた

め、地域コミュニティを作ることに注力する

方針である。

ケース3　新宮信用金庫（図表11）

　和歌山県新宮市に本店を置く新宮信用金庫

は、事業者へのコンサル機能の充実を重要施

策として掲げ、特に「創業支援」「事業承継

支援」「経営改善支援」を3本柱として定め、

取引先の課題解決に取り組んでいる。

　こうしたなか、同金庫は2017年5月より、

食品関連のコンサルタント業者であるスター

フードジャパン（株）（注2）と連携し、商品開発

および販路拡大支援事業を開始した。同社

（注）	2．スターフードジャパン（株）のホームページ　http://starfood-japan.com/

図表11	　信用金庫概要
信 用 金 庫 名 新宮信用金庫

理 事 長 名 浦木	睦雄

本 店 所 在 地 和歌山県新宮市

創 立 1922年6月

預 金 残 高 1,052億円

貸 出 金 残 高 420億円

常勤役職員数 92人

（注）2018年3月末現在



60	 信金中金月報　2019.5・6月合併号

は、2010年4月、和歌山県和歌山市で設立さ

れ、飲食関連事業者への新商品開発、販路開

拓（展示会出展・代理営業）の支援を行って

いる。

　また、同社は和歌山県を拠点としながら

も、直営店舗として関西国際空港およびなん

ばスカイオで「Region	Style（リージョンス

タイル）」を運営しており、商品企画・販路

開拓・販売までをワンストップで行えること

が強みである。さらに、同社は伊藤忠や国分

などの大手食品商社が主催する展示会への出

品支援や、近畿経済産業局と連携した地域

団体商標の活用支援、6次産業化（注3）プラン

ナーとして国内外に食材を周知する活動等に

も取り組んでいる。

　今般、取材対象とした事業者は、あんこ製

造・卸売を手掛ける（株）ないとう（菓匠蓬莱

庵）である。同社は、代表者が87歳と高齢

である一方、本業のあんこ製造事業が年々縮

小傾向であることから、事業承継には消極的

となっていた。こうしたなか、代表者の孫が

後継者として手を挙げたことから、事業承継

を実現するならば既存事業（B	to	B）以外に

新たな事業の柱が必要であると考え、B	to	C

向けの新商品開発に取り組むこととなった。

しかしながら、同社には新商品開発に必要な

アイディアや知識、ノウハウ、販売先開拓へ

の人脈や手法にも乏しく、またそれに割ける

従業員の余裕もないことから、スターフード

ジャパン（株）と新宮信用金庫との本事業に参

画することとなった。

　新商品開発に際しては、同金庫を含む三者

による定期的な打合せ（概ね1か月に1回、こ

れまでに17回）に加え、本部担当者と営業店

担当者が協力しながら日々のサポートを重

ね、試作品の製造、原価計算、売価決定、ネー

ミング、パッケージデザイン、商談イベントへ

の出品による顧客調査等に取り組んできた。

こうして完成したのが『老舗あんこ屋がつ

くった』シリーズの各商品である（図表12）。

現状、売上面で本業の代わりとなるには至っ

ていないが、同社では引き続き前向きに取り

組んでいく意向である。また、本事業を通じ

て得た商品開発のノウハウを活かしながら、

自主的に商品ラインナップの拡充にも努めて

いる。

　同金庫ではこうした新規事業支援とともに

本業の販路拡大支援にも取り組んでおり、信

金中金が行うビジネスマッチング情報掲載

ページなどを通じて他金庫取引先との取引も

（注）	3	．6次産業化とは、農林水産物を収穫・漁獲（1次産業）するだけでなく、加工（2次産業）し、流通・販売（3次産業）まで
手掛けることで、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取り組みである。

図表	12　『老舗あんこ屋がつくった』シリーズ

（備考	）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影
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決定した。

　本件は、事業承継、商品開発、販路拡大等

複数の課題を抱えていた企業に対する支援事

例である。いずれの課題も一朝一夕に解決す

るものではなく、本事例のように新商品開発

や事業として成り立つまでには、相応の時間

を要することも事実である。ただ、本件のよ

うに後継者（代表者の孫）や若い経営者の方

が、新規事業に進出することに熱心なケース

も多く、同金庫では今後も同様なケースに対

して粘り強く対応していく必要があると考え

ている。

3	．飲食業の経営事例

　堅実な経営で業績を伸ばしながらも、人材

採用・育成に特色のある飲食業の経営事例を

紹介する。

（1	）有限会社	寿し処阿部（図表13）

　同社は、2005年1月、現代表者である阿部

浩氏（47）（以下、「阿部社長」という。）が

渋谷区広尾に設立した。東京都内で直営店と

して「意気な寿し処阿部」を5店舗、「鮨六

式」を1店舗、「意気な寿し処ABELIA（ア

ベリア）」1店舗、合計7店舗を展開している。

　阿部社長は新潟県出身で、高校卒業後に東

京の築地にある寿司屋に就職するため上京し

た。板前修行を積み、30歳の時に独立し個

人事業主として創業した。その後、個人事業

主から有限会社に法人成りをした。

　各店舗の店内は落ち着いた雰囲気であり、

あたたかみのある和モダンな空間で上質な鮮

魚を味わえる（図表14）。魚介類は阿部社長

自ら産地に出向き、厳選して漁港と直接契約

し産地から直接仕入れすることができる。ま

た、阿部社長の実父が作る魚沼産のお米を使

うなど、鮮度に強いこだわりを持っている。

「意気な寿し処阿部」は、価格設定を一人あ

たり8千円程度に設定しているが、高級志向

の「鮨六式」の顧客単価は2万円程度となっ

ている。「意気な寿し処ABELIA（アベリア）」

は、イタリアンと寿司が融合したメニューを

提供している。阿部社長と高級フレンチで修

行したシェフが手掛けており、今までにない

図表13	　有限会社寿し処阿部の概要
当社の概要

社 名
代 表 者
所 在
創 業
個 人 創 業
従 業 員 数
事 業 内 容

有限会社	寿し処阿部
阿部	浩
東京都渋谷区広尾
2005年1月
2002年8月
140人（パート・アルバイト含む）
寿司店の経営

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表	14　広尾本店の店舗内

（備考	）信金中央金庫	地域・中小企業研究所撮影
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新たな飲食店となっている。

　各店舗の店長は、メニューの価格設定や仕

入れについて一任されている。そのため「意

気な寿し処阿部」は5店舗あるが、提供する

料理や価格は店舗によって異なっている。店

舗の立地によって来店する客層が違うことか

ら、全店一律のメニューより顧客のニーズに

応えられるというメリットがある。また、店

長に経営感覚を養って欲しいとの願いもあ

る。従業員の意識の変化により、新形態の店

舗を出店している。高級志向の「鮨六式」

は、店長から『今までとは違う高級な店舗を

六本木でやってみたい』との要望があったこ

とから開業した。

　寿司職人になるためには、厳しい修行が必

要とされている。同社でも、寿司を握れるよ

うになるまでには最低3年はかかる。また一

人前になるまでには、10年間は修行が必要

である。苦労して採用しても修行が厳しく、

すぐに辞めてしまうことも多いようである。

こうした状況に対応するため、同社の採用

は、現状地方出身の高校生の新卒採用が主と

なっている。板前の採用の際に重要視するの

は、将来は独立し自分の店を持つことを目指

している人であることだ。同社では、独立支

援を積極的に行い、夢を叶えた板前を数多く

輩出している。全国の高校に採用情報を郵送

するとともに、学校に訪問し就職の斡旋を担

当している教師に同社のアピールも行ってい

る。福利厚生も充実させていることから、修

行後に独立を目指す地方出身者の確保ができ

ている。2019年4月の新卒採用は15人の予定

である。人材の確保ができれば、今後も積極

的に出店する方針だ。

（2）株式会社	カワイハイ（図表15）

　同社は、東京都内に焼肉店「ニクアザブ」

を5店舗運営している。「ニクアザブ」は、

リーズナブルで1人でも楽しめるバー感覚の

焼肉店として繁盛している。また、おまかせ

コース（3,000円）（図表16）では、13種類の

お肉を店員が目の前で焼いてくれるサービス

もある。

図表15	　株式会社カワイハイの概要
当社の概要

社 名
代 表 者
所 在
創 業
従 業 員 数
事 業 内 容

株式会社	カワイハイ
濱野	健嗣
東京都港区西麻布
2015年2月
59人（パート・アルバイト含む）
焼肉店の経営

当社の概要

社 名
代 表 者
所 在
創 業
従 業 員 数
事 業 内 容

有限会社	カワイハイ
濱野	健嗣
東京都港区西麻布
2000年11月
4人
バーの経営

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

図表	16　おまかせコース

（備考	）（株）カワイハイ提供
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　代表者の濱野健嗣氏（40）（以下、「濱野

社長」という。）は、バー「ドランカー」を

運営している（有）カワイハイの代表者でもあ

る。同社は、（有）カワイハイから焼肉店「ニ

クアザブ」の経営を引き継ぐ法人として、

2015年2月に設立された。

　濱野社長は、2000年11月に知人から「ド

ランカー」を紹介してもらい、店長として勤

務した。「ドランカー」は、1984年5月から港

区西麻布で営業している。8坪の小さい店舗

で、地元に愛される人気のバーである。

2000年8月に前経営者が亡くなったことで一

度閉店になりかけたが、店を残したいと思っ

た常連客の4人が出資し、2000年11月に（有）

カワイハイを設立して再スタートした。その

後、濱野社長は『自分で店を経営したい』と

の想いが強くなり、2005年6月に（有）カワイ

ハイを4人の出資者から買い取り代表取締役

に就任した。

　「ドランカー」の経営が安定し、毎月利益

が確保できるようになったことから、2011年

7月に別業態である焼肉店「ニクアザブ」を

出店した。濱野社長は、仕事終わりに焼肉店

によく1人で行っていたが、1人では1人前を

3～4種類ぐらいしか食べられず、半人前で

対応してくれるお店がなかった。また、多く

の焼肉店では、店員とお客のコミュニケー

ションが少ないと感じたことが出店のきっか

けとなったようである。バー感覚の焼肉店で

一人でも気軽に利用できる店舗を作れば楽し

める焼肉店になると思い、別業態への進出を

決意した。

　「ドランカー」の常連客に対し、焼肉店で

ある「ニクアザブ」に来店してもらうよう誘

致することで、オープン当初から売上を確保

した。『オープン当初は、おいしくなかった』

と濱野社長は振り返る。しかし、「ドラン

カー」の常連客とは信頼関係が築けていたこ

とから、常連客から「ニクアザブ」の問題

点・改善策について教えてもらうことができ

た。その結果、徐々に料理の品質やサービス

を向上・改善し「ニクアザブ」のブランド力

を強化した。そして2015年2月、焼肉店と

バーとの経営を区分けするために（株）カワイ

ハイを設立した。

　同社では、社員用とアルバイト用のステッ

プアップシートを策定し、人材育成に積極的

に取り組んでいる。人材採用の際に大切にし

ていることは、自分の役職を上げる力や独立

を果たすための力を付けるなど、成長志向が

強い人材であることだ。店長を店舗代表と呼

び、経営者の一人としての認識を持ってもら

うようにしている。今後は、より経営感覚を

養うため、独立支援や店舗の収益に応じたイ

ンセンティブ報酬の導入を検討している。

　同社は、3ヵ年計画を策定しており、当面

の目標は「ニクアザブ」の20店舗出店であ

る。さらに、1次産業である農業へ進出する

構想も練っている。

4	．信用金庫が飲食業支援に取り組む
にあたって

（1）地域コミュニティの形成

　信用金庫における飲食業への支援は、各信
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用金庫を取り巻く地域特性や競合状況などを

勘案し、自金庫に適した形で実施していくこ

とが肝要である。本稿の各信用金庫の事例

は、自治体や産業支援機関、コンサルティン

グ会社などと連携している共通点があった

（図表17）。地域金融機関である信用金庫が、

地域の主体たる多様な機関を結び付けること

で、地域活性化や持続的な発展に貢献できる。

近年、各地の信用金庫が外部機関との業務提

携を推し進めている。これは、互いの取引先や

異なる特性を活かして、新たな支援方法を創

出する狙いがある、と考えられる。信用金庫

は、相互扶助を基本理念とする協同組織の地

域金融機関であり、地域コミュニティの輪を

形成するために大きく貢献できるだろう。支

援先の多様な課題に対して実効性のある支援

を提供するために、産学官民が連携しきめ細

かいサービスを行う必要がある。地域コミュ

ニティの輪を形成し、常に情報を共有し合う

ことで地域活性化への貢献が期待できる。

（2）人材雇用の支援

　中小企業における人材不足は、経営上の課

題として強く認識されている。飲食業におい

ても人材不足が課題となっており、こうした

状況に対応するため、前項の飲食業の経営事

例では様々な創意工夫を行っている。人口減

少や少子高齢化の進展により、人材不足は深

刻化することが予想される。信用金庫は、飲

食業を営む中小企業・小規模事業者に対して

人材雇用の支援が必要となるだろう。人材不

足の対応方法として、女性やシニア層、外国

人の雇用などの多様な人材の活用が挙げられ

る。多様な人材を採用し、様々な違いを尊重

して積極的に活かすことで、多様化する顧客

ニーズにも対応できる。信用金庫は、人材紹

介業との連携や人材採用セミナーの開催、信

用金庫職員OBを紹介し派遣するなどの支援

を通じて、取引先の持続可能な経営の実現に

貢献する必要があるだろう。

図表	17　信用金庫の地域活性化のコミュニティ

飲食業
（支援先）

信用金庫

自治体

民間企業
（コンサルティング会社）

産業支援機関

地域コミュニティ・ビジネス

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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おわりに

　本稿では、信用金庫の飲食業への支援施策

を中心に述べてきたが、中小企業の経営上の

課題を把握するためには、信用金庫が身近な

相談相手として認識される必要がある。地域

に密着し常日頃から顧客とのコミュニケー

ションをとり、信頼関係を構築することが地

域の課題解決に取り組む第一歩といえよう。

今後ますます、信用金庫はフェイス・トゥ・

フェイスによる地域密着型経営の強化が求め

られていくのではないだろうか。

〈参考文献〉
・	厚生労働省・農林水産省『外食・中食産業に係る経営力向上に関する指針』（2016年）

・	信金中央金庫	地域・中小企業研究所ニュース＆トピックス『信用金庫の飲食業向け貸出の動向』（2019年1月25日）

・	中小企業庁『中小企業白書』（2018年版）

・	経済産業省『事業分野別指針の概要について』（2018年）

・	経済産業省『ダイバーシティ2.0検討会報告書』（2017年）
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地域・中小企業関連経済金融日誌（2019年3月）

1日 ● 中小企業庁、「平成29年度地域商業自立促進事業モデル事例集～全国商店街の挑戦～」
を公表

資料1

○ 金融庁、経営強化計画等の履行状況（平成30年9月期）について公表（宮古、気仙沼、石
巻、あぶくまの各信用金庫および信金中央金庫について言及）

4日 ○ 金融庁、武蔵野銀行に対し信託業務の兼営を認可

○ 中小企業庁、長時間労働に繋がる商慣行に関するWEB調査の結果を公表

7日 ○ 金融庁、大垣共立銀行に対し信託業務の兼営を認可

8日 ○ 消費者庁および金融庁、「ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問
題に係る相談への対応に際してのマニュアル」を更新

13日 ○ 金融庁、「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令（注）」の2019年3月13日公布
（4月1日より施行）について公表
（注）郵便貯金銀行（ゆうちょ銀行）の通常貯金と定期性貯金の預入限度額をそれぞれ1,300万円とするもの

15日 ● 内閣府、「地域再生法の一部を改正する法律案」の閣議決定を公表 資料2

18日 ○ 金融庁、北陸銀行に対し信託業務の兼営を認可

○ 中小企業庁、2019年2月末までに先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置（注）

（復興特措法による減免を含む）を実現した1,606の自治体を公表
（注）	「生産性向上特別措置法」で、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」

の認定を受けた中小企業に対して、自治体の判断により固定資産税の特例をゼロとする制度が新設さ
れたことを受けた措置

19日 ● 日本銀行、「2019年度の考査の実施方針等について」を公表 資料3

○ 中小企業庁、東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする
「東日本大震災復興緊急保証」について、適用年限を2020年3月31日まで延長する
政令の閣議決定を公表

○ 国土交通省、「平成31年地価公示」を公表

20日 ● 特許庁、「事例から学ぶ　商標活用ガイド」を発行 資料4

22日 ● 特許庁、「地域団体商標ガイドブック2019」を公表 資料5

○ 中小企業庁、東日本大震災および平成30年北海道胆振東部地震による災害により被
害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする中小企業信用保険法の特例措置に
ついて、適用期限を2020年3月31日まで延長する政令の閣議決定を公表

26日 ● 内閣官房	まち・ひと・しごと創生本部、「平成30年度地方創生への取組状況に係るモ
ニタリング調査結果～地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』～」を
公表

資料6

27日 ○ 総務省、「地方公会計の推進に関する研究会報告書」を公表
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（資料 1）

中小企業庁、「平成 29 年度地域商業自立促進事業モデル事例集～全国商店街の挑戦～」を公表（3

月1日）

　中小企業庁は、「平成 29 年度地域商業自立促進事業モデル事例集～全国商店街の挑戦～」を

公表した。これは、平成 29 年度地域商業自立促進事業の自立促進支援事業を活用した商店街の事

例について、事業実施の背景や事業の成果等を掲載したものである。6つの事業タイプ別に計 26 事

例が紹介されている。内訳は、①地域資源活用（4事例）、②構造改善（3事例）、③外国人対応（5

事例）、④地域交流（6事例）、⑤新陳代謝（3事例）、⑥少子・高齢化（5事例）となっている。

（https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2019/190301jireisyu.htm 参照）

（資料 2）

内閣府、「地域再生法の一部を改正する法律案」の閣議決定を公表（3月15日）

　内閣府は、「地域再生法の一部を改正する法律案」の閣議決定を公表した。この法律案は、人口

減少社会に対応した既存ストックの活用による「多世代共生型のまち」への転換（住宅団地の再生、

空き家を活用した移住促進、公的不動産の利活用）を図ることにより、地方の魅力を向上させるための

28日 ● 金融庁、投資用不動産向け融資に関するアンケート調査の結果を公表 資料7

● 中小企業庁、第155回中小企業景況調査(2019年1-3月期)の結果を公表 資料8

○ 金融庁、貸金業関係資料集を更新

29日 ● 金融庁、「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方（健全性政策
基本方針）」を公表

資料9

● 中小企業庁、平成30年中小企業実態基本調査（平成29年度決算実績）速報を公表 資料10

○ 金融庁、株式会社近畿大阪銀行と株式会社関西アーバン銀行に対し、両行の合併を
認可（合併行名は株式会社関西みらい銀行）

○ 金融庁、AFSコーポレーション株式会社（イオンフィナンシャルサービス株式会社の子
会社）に対し、銀行を子会社とする持株会社になることを認可

○ 金融庁、KDDI株式会社の子会社（4月1日付で「auフィナンシャルホールディングス株式
会社」に商号変更）に対し、銀行を子会社とする持株会社になることを認可

○ 金融庁、株式会社ふくおかフィナンシャルグループに対して、株式会社十八銀行を子会
社とすることを認可

○ 中小企業庁、「消費税軽減税率まるわかりBOOK」を改訂（2019年1月から、軽減税
率対策補助金制度が拡充されたことに伴う措置）

○ 内閣官房	まち・ひと・しごと創生本部、RESASに新機能（問合せ機能、サマリー機
能）を追加

※	「地域・中小企業関連経済金融日誌」は、官公庁等の公表資料等をもとに、地域金融や中小企業金融に関連が深い項目につ
いて、当研究所が取りまとめたものである。

　「●」表示の項目については、解説資料を掲載している。



68	 信金中金月報　2019.5・6月合併号

ものである。法律案の「概要」の構成は以下のとおり。

○法案の趣旨

○法案の概要

1．地域住宅団地再生事業の創設

　住宅団地再生に係る課題への総合的・一体的な取組み

2．既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設

　移住者に対する空き家・農地の取得の支援

3．民間資金等活用公共施設等整備事業の創設

　PPP/PFI 導入に向けたコンサルティング

○目標

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kettei.html 参照）

（資料 3）

日本銀行、「2019 年度の考査の実施方針等について」を公表（3月19日）

　日本銀行は、「2019 年度の考査の実施方針等について」を公表した。考査を実施する上での重点

事項は以下のとおり。
①収益力・経営体力 持続性の高い利益と経営体力の確保、収益管理の向上
②ガバナンス 自己資本および収益力とリスクのバランスを踏まえた経営管理、ガバナンスの有

効性確保、海外G-SIFIs	の在日拠点のガバナンス体制の確認、内部監査を
通じた自律的なリスク管理の充実、経営管理・リスク管理に必要な情報把握
体制の整備

③信用リスク管理 適切な審査・管理と融資戦略に見合った体制の整備、海外関連与信の管理		
強化、大口・集中リスクの管理強化、適切な償却・引当、企業の活力向上支援

④市場リスク管理 経営陣の市場リスク管理への適切な関与、リスクプロファイルに見合った管理
体制の整備

⑤流動性リスク管理 リスクプロファイルに見合った管理体制の整備
⑥オペレーショナルリ
			スク管理

デジタライゼーションの進展を踏まえたリスク管理体制の整備、サイバーセキュリテ
ィ管理体制の整備・強化、システムリスク管理体制の整備・強化、マネー・ロー
ンダリング対策の強化、業務継続体制の実効性向上

（http://www.boj.or.jp/finsys/exam_monit/exampolicy/kpolicy19.pdf 参照）

（資料 4）

特許庁、「事例から学ぶ　商標活用ガイド」を発行（3月20日）

　特許庁は、商標の活用事例集「事例から学ぶ　商標活用ガイド」を発行した。内容紹介は以下の

とおり。

1．中小企業等の活用事例
　●	企業等における商標の作り方、権利化の動機、権利取得後の活用方法・効果などについて、具

体的に紹介
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　●	商標に込めた想いや、実際に商標を活用して感じたことなど、企業等の「生の声」を掲載

2．商標制度の紹介
　●	「商標って、なに？」「商標権って、どんな権利？」「手続きの方法は？」といった素朴な疑問に分か

りやすく回答

（https://www.jpo.go.jp/support/example/trademark_guide2019.html 参照）

（資料 5）

特許庁、「地域団体商標ガイドブック2019」を公表（3月22日）

　特許庁は、「地域団体商標ガイドブック2019」を公表した。地域団体商標活用事例について、成

功に至ったポイント、地域団体商標の出願までの経緯や権利取得後の効果等を掲載している。権利者

だけでなく、産品を取り扱う販売業者等の声を掲載することにより、現場の「生の声」を届けている。

事例となっている地域団体商標は①「津軽の桃」（青森県）、②「豊川いなり寿司」（愛知県）、③「京

鹿の子絞」（京都府）、④「石州瓦」（島根県）、⑤「小石原焼」（福岡県）、⑥「沖縄黒糖」（沖

縄県）。

（https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/tiikibrand.html 参照）

（資料 6）

内閣官房	まち・ひと・しごと創生本部、「平成 30 年度地方創生への取組状況に係るモニタリング調

査結果～地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』～」を公表（3月26日）

　内閣官房	まち・ひと・しごと創生本部は、「平成 30 年度地方創生への取組状況に係るモニタリング

調査結果～地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』～」を公表した。掲載されている

信用金庫の事例は以下のとおり。

1．ゆたかなコミュニティの創造に向けた情報マッチングの取組み＜京都信用金庫＞

2．行政と連携した創業塾「柏崎・社長のたまご塾」～あなたの夢の実現に寄り添います～

　＜柏崎信用金庫＞

4．全国の公務員が集う「よんなな会」と地域金融機関職員の連携づくり＜城南信用金庫ほか＞

5．「『ものづくりベンチャー企業』の量産化試作をサポートする『Makers	Boot	Camp』に対する支

　援を通じた、京都における『ものづくり企業』の活性化への取組み」

　＜京都、浜松いわた、京都中央の3信用金庫ほか＞

7．取引先ワイナリーPR企画「東北しんきんワイナリー紀行」

　＜東北 6信金（山形・米沢・盛岡・花巻・ひまわり・二本松）・信金中央金庫＞

10．自ら問題を発見・解決できるものづくり人財の育成＜西尾信用金庫＞

15．産学官金連携「気仙沼シャーク地産都消プロジェクト」＜東京東、気仙沼の2信用金庫＞

18．東京圏大手企業OB等の地方企業へのマッチング＜亀有信用金庫＞

21．ハローワークと連携した人材確保支援～全国初！！島田モデルの展開～	＜島田信用金庫＞
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23．中学生が地域の大学生や大人と交流するキャリア教育プログラム「中学生だっぴ」の参加と支

　			援＜津山信用金庫＞

25．天浜線　人と時代をつなぐ花のリレー・プロジェクト＜浜松いわた信用金庫＞

30．待機児童対策として、研修施設を小規模保育事業者に賃貸～当金庫のビジネスモデル「巡リズ

　			ム」に関連する地方創生の取組み～	＜枚方信用金庫＞

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/kinyu/jirei.html 参照）

（資料 7）

金融庁、投資用不動産向け融資に関するアンケート調査の結果を公表（3月28日）

　金融庁は、投資用不動産向け融資に関するアンケート調査の結果を公表した。調査結果（主なポイント）

に、「金融機関に求められる対応」として以下の点が列挙されている。

　●	投資用不動産向け融資に取り組む場合には、紹介業者・サブリース業者・管理業者等の業務の適

切性を検証するなど、取引スキームのリスク評価を行い、これに基づき取引方針を明確に定めること。

　●	融資審査において、物件の売買価格の妥当性を検証するとともに、事業性融資と判断される場合

には、物件の生むキャッシュ・フローを基礎として融資全期間にわたる収支シミュレーションを行うこと。

　●	顧客対応を紹介業者・保証会社に任せきりにせず、自らが顧客とのリレーションを十分に構築し、

事業・収支計画、顧客の知識・経験・リスクの理解度や財産・収入の状況等について主体的に

把握した上で、必要なリスク説明を行うこと。

　●	本稿の事例等を参考に、あらためてポートフォリオにおける投資用不動産向け融資の実態把握・リス

ク評価を行い、必要な場合には、これまでの顧客保護やリスク管理のあり方の適切性について点

検を行うこと。

（https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328.html 参照）

（資料 8）

中小企業庁、第 155 回中小企業景況調査 (2019 年 1-3月期 ) の結果を公表（3月28日）

　中小企業庁は、第 155 回中小企業景況調査 (2019 年 1-3月期 )の結果を公表した。

2019 年 1-3月期の全産業の業況判断 D.I. は、前期（2018 年 10-12月期）比で1.1ポイント減少の

△ 14.9となり、2期ぶりに低下した。産業別にみると製造業D.I.は、同 4.3ポイント減少の△ 14.5となり、

非製造業D.I. は、横ばいの△ 15.0となっている。

（https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/keikyo/155keikyo/155sokuhou.pdf 参照）

（資料 9）

金融庁、「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方（健全性政策基本方針）」

を公表（3月29日）

　金融庁は、「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方（健全性政策基本方針）」
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を公表した。

そのうち、「4．個別金融機関の健全性の確保（ミクロ健全性の視点）」の「(2)健全性の評価の視点」では、

①資産の質、②資本とリスクテイク、③収益、④流動性、⑤リスク管理、⑥ビジネスモデルの持続可能

性の6つの視点を挙げている。また、「(3) 監督上のアプローチ」では検査・監督の進め方について、

①個別金融機関の実態把握、②最低基準抵触の蓋然性に応じた働きかけ、③健全性と金融仲介機

能の発揮の両立、④ベスト・プラクティスの追求に向けた探究型対話、⑤オン・オフ一体の継続的なモ

ニタリングなどのような点を中心に充実させていく必要があるとしている。

（https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190329-5.html 参照）

（資料 10）

中小企業庁、平成 30 年中小企業実態基本調査（平成 29 年度決算実績）速報を公表（3月29日）

　中小企業庁は、平成 30 年中小企業実態基本調査（平成 29 年度決算実績）速報を公表した。

速報のポイントは以下のとおり。
●	売上高は524 兆 8,733 億円（前年度比 0.6％減）、経常利益は22 兆 8,471 億円（同 4．3％増）
●	法人企業の付加価値額は127 兆 8,498 億円（同 2.5％増）
●	海外に子会社、関連会社または事業所を所有する法人企業の割合は1.0％（同 0.0ポイント上昇）
●	新製品または新技術の研究開発を行った法人企業の割合は2.2％（同 0.1ポイント上昇）
●	特許権・実用新案権・意匠権・商標権を所有する法人企業の割合は5.4％（同 0.1ポイント上昇）
●	社長（個人事業主）について、年齢別割合は60 歳代（32.5％）、在任期間は30 年以上（32.3％）

が最大

（https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/190329chousa.pdf 参照）
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信金中金だより 

信金中央金庫 地域・中小企業研究所活動記録（3月）

1．レポート等の発行
発行日 レポート分類 通巻 タ　　イ　　ト　　ル 執	筆	者

19.3.1 金融調査情報 30-27 地域活性化の仕組みづくりと地域金融機関（2）-3	
－「まちてん」の参加者（鹿児島県長島町）の事例から－

吉田哲朗

19.3.4 内外金利・為替見通し 30-12 物価の基調は弱く、日銀は現行の超緩和的なスタンスを維
持する見通し

角田　匠	
奥津智彦

19.3.14 金融調査情報 30-28 足立成和信用金庫の本店建替えプロジェクト 刀禰和之

19.3.14 金融調査情報 30-29 若手職員向け奨学金の返済支援制度について 刀禰和之

19.3.18 産業企業情報 30-16 BCP（事業継続計画）への取組みを「稼ぐ力」に生かす中小企業	
－中小企業の身の丈に合った実効性と収益力向上をもたら
すBCPへのヒント－

藤津勝一

19.3.22 金融調査情報 30-30 信用金庫の営業店人員の適正配置策－経営戦略	㉑－ 刀禰和之

19.3.22 金融調査情報 30-31 信用金庫の渉外活動のテリトリー錯綜解消策－経営戦略	㉒－ 刀禰和之

19.3.26 内外経済・金融動向 30-7 輸出の現状と先行き展望	
－短期的なリスク要因はあるものの中長期的な将来に向け
拡大基調が続こう－

奥津智彦

19.3.26 産業企業情報 30-17 急速に注目を集めるM＆Aプラットフォーム	
－支援ツールのひとつとしての活用の可能性を探る－

桑田　仰	
鉢嶺　実

19.3.27 金融調査情報 30-32 信用金庫における飲食業への支援方法	
－地域コミュニティの強化－

仲野修造

19.3.27 産業企業情報 30-18 中小企業における「人材活用」④	
－「働き方改革」による生産性向上への期待－

髙橋嶺太	
藁品和寿

2．講座・講演・放送等の実施
実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主　催 講	師	等

19.3.1 講演 千年企業の“継続力”－信用金庫
の現場からみた“老舗企業”－

老舗企業研究会	定例会 東京都中小企業診断士協会 鉢嶺　実

19.3.12 講演 2019年の経済見通し さんしん未来塾 三条信用金庫 角田　匠

19.3.26 講演 環境変化に挑む！中小企業の
経営事例

代々木支店経営者会 興産信用金庫 鉢嶺　実
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3．原稿掲載
発行日 タ　　イ　　ト　　ル 掲載紙 発　行 執	筆	者

19.3.11 TREND〈米国経済〉 週刊 金融財政事情 金融財政事情研究会 角田　匠
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１．(1)    信用金庫の店舗数、合併等

信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移
（単位：店、人）

店　　　舗　　　数 常　勤　役　職　員　数

年 月 末 本  店 職　　　員
(信用金庫数) 男　子 女　子 計

会　員　数
支  店 出張所 合  計 常勤役員 合　計

1．信用金庫統計
（1）信用金庫の店舗数、合併等
（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
（3）信用金庫の預金者別預金
（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
（5）信用金庫の貸出先別貸出金
（6）信用金庫の余裕資金運用状況

2．金融機関業態別統計

     （1）業態別預貯金等
      （2）業態別貸出金

統 計

（凡　例）
1．金額は、単位未満切捨てとした。
2．比率は、原則として小数点以下第1位までとし第2位以下切捨てとした。
3．記号・符号表示は次のとおり。
　　〔 0〕ゼロまたは単位未満の計数	 〔—〕該当計数なし	 〔△〕減少または負
　　〔…〕不詳または算出不能	 〔＊〕1,000%以上の増加率	 〔ｐ〕速報数字
　　〔ｒ〕訂正数字	 〔ｂ〕ｂ印までの数字と次期以降の数字は不連続
4．地区別統計における地区のうち、関東には山梨、長野、新潟を含む。東海は静岡、愛知、岐阜、三重の
4県、九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県、南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県である。

※　信金中金	地域・中小企業研究所のホームページ（http://www.scbri.jp/）よりExcel形式の統計資料をダウンロードすることができます。

統計資料の照会先：
信金中央金庫 地域・中小企業研究所
Tel 03‒5202‒7671　Fax 03‒3278‒7048

信用金庫の合併等
年　月　日 異　　　動　　　金　　　庫　　　名 新金庫名 金庫数 異動の種類

2010年2月15日 杵島 西九州 九州ひぜん 合併
2011年2月14日 富山 上市 富山 合併
2012年11月26日 東山口 防府 東山口 合併
2013年11月5日 大阪市 大阪東 大福 大阪シティ 合併
2014年1月6日 三浦藤沢 かながわ 名称変更
2014年2月24日 十三 摂津水都 北おおさか 合併

2016年1月12日 大垣 西濃 大垣西濃 合併

2016年2月15日 福井 武生 福井 合併

2017年1月23日 江差 函館 道南うみ街 合併

2018年1月1日 札幌 小樽 北海 北海道 合併

2018年1月22日 宮崎 都城 宮崎都城 合併

2019年1月21日 浜松 磐田 浜松磐田 合併

2019年2月25日 桑名　　　 三重 桑名三重 合併

1．（1）信用金庫の店舗数、合併等
信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移

信用金庫の合併等
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１．(2)  信用金庫の預金種類別預金・地区別預金

預金種類別預金 (単位:億円、％)

要求払 定期性  外貨預金等
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 25.3
△ 0.3 △ 7.7
△ 0.2
△ 0.0 △ 5.7
△ 0.2
△ 0.4
△ 0.3
△ 0.3
△ 0.4 △ 4.5
△ 0.2 △ 12.1
△ 0.4 △ 14.6
△ 0.5 △ 12.0
△ 0.7 △ 15.2
△ 0.8 △ 6.2
△ 0.8 △ 13.4
△ 1.0 △ 10.5
△ 1.0
△ 1.0

(備考) １. 預金計には譲渡性預金を含まない。
２. 実質預金は預金計から小切手･手形を差し引いたもの

地区別預金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

全 国 計年 月 末

年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州

年 月 末
預金計  実質預金  譲渡性預金

北海道 東  北 東  京 関  東 北  陸 東  海

1．（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
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１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.6
△ 1.6
△ 1.7

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0
△ 0.4 △ 0.7
△ 0.6
△ 0.1 △ 3.7
△ 0.5 △ 8.8

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

･･･ △ 9.9
△ 51.5

△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 100.0

･･･
△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4
･･･ △ 4.8
･･･

△ 100.0
△ 100.0

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.6
△ 1.6
△ 1.7

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0
△ 0.4 △ 0.7
△ 0.6
△ 0.1 △ 3.7
△ 0.5 △ 8.8

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

･･･ △ 9.9
△ 51.5

△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 100.0

･･･
△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4
･･･ △ 4.8
･･･

△ 100.0
△ 100.0

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.6
△ 1.6
△ 1.7

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0
△ 0.4 △ 0.7
△ 0.6
△ 0.1 △ 3.7
△ 0.5 △ 8.8

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

･･･ △ 9.9
△ 51.5

△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 100.0

･･･
△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4
･･･ △ 4.8
･･･

△ 100.0
△ 100.0

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

1．（3）信用金庫の預金者別預金
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１．(4)  信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金

科目別貸出金 (単位:億円、％)

手形貸付 証書貸付 当座貸越
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 4.8 △ 2.9
△ 7.3 △ 4.1
△ 8.5 △ 0.6
△ 6.7

△ 4.0
△ 3.7

△ 4.9
△ 4.3

△ 4.4
△ 4.4
△ 4.3
△ 5.5
△ 5.5
△ 5.2
△ 4.3

△ 3.5

地区別貸出金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.5

△ 0.8 △ 0.2
△ 0.5 △ 0.2
△ 0.3 △ 0.2
△ 0.1 △ 0.4
△ 0.4 △ 0.5

△ 0.3 △ 0.7

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.2

△ 0.1
△ 0.3
△ 0.4
△ 0.7
△ 0.7
△ 0.3
△ 0.3

△ 0.1

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

年 月 末

関  東 北  陸 東  海
年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州 全 国 計

貸出金計
割引手形 貸付金

年 月 末

北海道 東  北 東  京

1．（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
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1．（5）信用金庫の貸出先別貸出金１．(5)  信用金庫の貸出先別貸出金

(単位:億円、％)

貸出金計 　企業向け計
年 月 末 製造業 建設業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 3.6 △ 2.3
△ 1.6 △ 0.3
△ 1.3 △ 0.1
△ 1.1
△ 1.1

△ 0.9

△ 0.6
△ 0.1

年 月 末 卸売業 小売業 　不動産業
　個人による貸家業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 2.4 △ 2.6
△ 1.5 △ 1.1
△ 1.3 △ 1.7
△ 1.1
△ 0.8

△ 0.2
△ 0.2 △ 0.1

△ 0.0 △ 0.5

年 月 末 飲食業 宿泊業 　医療・福祉 　物品賃貸業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 3.6 △ 4.1 △ 1.6
△ 3.1 △ 1.5
△ 1.3 △ 1.9

△ 0.4
△ 1.2

△ 0.1
△ 0.1
△ 0.5 △ 1.5
△ 0.6 △ 0.8

年 月 末 　住宅ローン

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

･･･

△ 2.7
△ 3.3
△ 1.5

△ 8.6

△ 4.1
(備考) １．日本銀行「業種別貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(4)科目別・地区別貸出金の貸出金計とは一致しない。

　　　 ２．海外円借款、国内店名義現地貸を企業向け計の内訳として掲載

  地方公共団体 個  人 海外円借款、国内店名義現地貸
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1．（6）信用金庫の余裕資金運用状況１．(6)  信用金庫の余裕資金運用状況

(単位:億円、％)

コール 買 現 先 債券貸借取引 買入金銭 金 銭 の 商    品
現    金 買入手形 ローン 勘　　定 支払保証金 債    権 信    託 有価証券

公社公団債金 融 債 そ の 他
(△2.2)
(△6.3) (△0.0)

(△1.4) (△7.3) (△4.9)
(△0.0) (△4.8) (△3.4)
(△0.5) (△7.5) (△4.2)
(△0.1) (△9.2) (△3.5)

(△9.4) (△3.5)
(△0.1) (△10.7) (△4.2)

(△8.4) (△3.7)
(△10.1) (△4.2)
(△11.9) (△4.9)
(△10.2) (△4.4)
(△5.9) (△4.5)
(△4.4) (△3.3)
(△6.9) (△3.4)
(△7.4) (△3.6)

(△12.3) (△4.1)
(△15.1) (△3.6)
(△13.5) (△3.3)

信金中金
その他の 利 用 額 預 貸 率 (Ａ)/預金預 証 率(Ｂ)/預金(Ｂ)/(Ａ)
証    券 （Ｂ）

(備考) 1. (   )内は前年同月比増減率
預貸率＝貸出金/預金×100(%)、預証率＝有価証券/預金×100(%)（預金には譲渡性預金を含む。）
余資運用資産計は、現金、預け金、買入手形、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、
買入金銭債権、金銭の信託、商品有価証券、有価証券の合計

短期社債 社    債 株    式

余資運用資産計(A)年 月 末 貸付信託投資信託外国証券

預 け 金年 月 末
うち信金中金預け金

有価証券年 月 末 国    債 地 方 債
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2．（1）業態別預貯金等２．(1)  業態別預貯金等

(単位:億円、％)

信用金庫 国内銀行 大手銀行 地方銀行

年 月 末 (債券､信託を含む) (債券､信託を含む) 　うち都市銀行

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

第二地銀 郵便貯金 預貯金等合計

年 月 末
前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率

―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
△ 1.8 ―　 ― ―　 ―
△ 1.4
△ 1.6 ―　 ― ―　 ―
△ 1.8 ―　 ― ―　 ―
△ 1.6
△ 1.9 ―　 ― ―　 ―
△ 2.0 ―　 ― ―　 ―
△ 2.1
△ 2.2 ―　 ― ―　 ―
△ 2.1 ―　 ― ―　 ―

(備考) 1. 日本銀行『金融経済統計月報』、ゆうちょ銀行ホームページ等より作成

大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

国内銀行･大手銀行には、全国内銀行の債券および信託勘定の金銭信託・貸付信託・年金信託・財産形成給付信託を含めた。

郵便貯金は2008年４月より四半期ベースで公表
預貯金等合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の預貯金等の残高の合計により算出

うち預金
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2．（2）業態別貸出金２．(2)  業態別貸出金

(単位:億円、％)

信用金庫 大手銀行 都市銀行 地方銀行 第二地銀 合  計

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1
△ 0.4
△ 0.9
△ 1.1
△ 1.4
△ 1.3

△ 0.0
△ 0.1
△ 0.3
△ 0.1
△ 0.3
△ 0.5

△ 0.4 △ 0.5
△ 0.3 △ 0.3

(備考) １．日本銀行『金融経済統計月報』等より作成
２．大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数
３．合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の貸出金残高の合計により算出

年 月 末
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